
1 
 

 

 

 

 

 

門真市教育振興基本計画 

（案） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料２ 

第３回門真市教育振興基本計画策定委員会（11/30） 



2 
 

目次 
はじめに .....................................................................................................................................................  

第１章 計画の策定にあたって .....................................................................................................  

１．策定の趣旨 ..................................................................................................................................  

 ２．計画の位置づけ .........................................................................................................................  

 ３．計画の期間 ..................................................................................................................................  

 

第２章 門真市の教育を取り巻く状況 ......................................................................................  

１．社会の動向 ..................................................................................................................................  

 ２．門真市の状況 .............................................................................................................................  

 

第３章 門真市の教育がめざす基本的な方向性 ...................................................................  

１．計画の基本理念 .........................................................................................................................  

 ２．基本理念を実現するための施策の方向 .........................................................................  

 

第４章 今後５年間に取り組む施策 ...........................................................................................  

施策の方向１ 確かな学力の育成 ............................................................................................  

施策の方向２ すべての子どもへの学習の支援 ...............................................................  

施策の方向３ 豊かでたくましい人間性の育み ...............................................................  

施策の方向４ 健やかな体を育てる教育の推進 ...............................................................  

施策の方向５ 教職員の資質向上 ............................................................................................  

施策の方向６ 学校の組織力向上と開かれた学校づくり ............................................  

施策の方向７ 安全・安心・快適な学びの場づくり ......................................................  

 

第５章 推進に向けて ........................................................................................................................  

１．計画の推進体制 .........................................................................................................................  

 ２．計画の進行管理 ....................................................................................................................  



3 
 

  



4 
 

第１章 計画の策定にあたって                 

１．策定の背景 

  門真市教育委員会では、平成28年３月に教育基本法第17条第２項に基づ

く本市における教育振興のための基本的な計画として、平成28年度からの５

年間を計画期間とする「門真市教育振興基本計画」を策定し、様々な教育施策

を実施してきました。 

  しかしながら、この間にも人口減少や少子高齢化の進展、核家族化やそれに

伴う地域のつながりの希薄化、技術革新やグローバル化の進展など社会情勢

は変化し、また など子どもを取り巻く環境も大きく変化し、新たな時代に対

応するための教育も求められています。 

  このような状況の中、門真市においては、令和２年３月に「門真市第６次総

合計画」を策定し、「人情味あふれる！笑いのたえないまち門真」をめざすま

ちの将来像に掲げ、10年、20年先を見据えた誇りと愛着が持てるまちづくり

に向けた取組を進めることとしています。 

  また、総合計画と同時期に「門真市教育大綱」についても改訂されています。 

門真市教育委員会においても、「門真市教育振興基本計画」が令和２年度に

終了することから、社会の変化やそれに伴う教育課題を踏まえ、新たに「（仮

称）第2期門真市教育振興基本計画」を策定します。 
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２．計画の位置づけ 

 

（１）計画の法的位置づけ  

本計画は、教育基本法第 17 条第２項に基づく本市における「地方公共団

体における教育の振興のための基本的な計画」として策定します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）関連計画との関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．計画の期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参照】 教育基本法第 17 条 

（教育振興基本計画） 

１ 略 

２ 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方

公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう

努めなければならない。 

門真市第６次総合計画 

（令和２（2020）年度～ 

令和 11（2029）年度） 

～人情味あふれる！ 

笑いのたえないまち  

門真～ 

門真市生涯 

学習推進基本計画 

門真市第 2 期 

子ども・子育て支援事業計画 

門真市障がい者計画 

門真市障がい福祉計画 

門真市健康増進計画・食育計画 

門真市第２期教育大綱 

（令和２（2020）年度～令

和 11（2029）年度） 

～子どもを真ん中に  

地域みんながつながる 

門真の学び～ 

門真市教育 

振興基本計画 

【国】 

教育振興基本計画 

大阪府教育 

振興基本計画 

【参酌】 【参酌】 

【連携】 
【連携】 

【連携】 
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３．計画期間 

 

  計画期間は、令和３（2021）年度から令和７（2025）年度までの５年間

とします。なお、社会情勢の変化など、教育を取り巻く状況が大きく変化した場

合には、計画期間中においても必要な見直しを行うものとします。 

 

 

 

  

年度 令和

本市の
関連計画

第６次総合計画

第２期教育大綱

生涯学習推進
基本計画

子ども・子育て支援
事業計画

障がい者計画

健康増進計画・
食育計画

障がい福祉計画

2
（2020）

3
（2021）

11
（2029）

10
（2028）

9
（2027）

8
（2026）

7
（2025）

6
（2024）

5
（2023）

4
（2022）
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４．策定体制 

    

パブリックコメント 

上位計画・ 

関連計画 

との整理 

① 計画の骨子の決定 

（基本理念・基本目標など） 

② 計画素案の決定 

③ 計画案の決定 

（パブリックコメント結果の審議） 

計画の決定【教育委員会】 

門
真
市
教
育
振
興
基
本
計
画
策
定
委
員
会
【
審
議
会
】 

門
真
市
教
育
委
員
会
事
務
局
に
お
け
る
検
討
【
庁
内
】 

現状の整理 

現計画の評価 

（毎年度の点検・評価

結果を活用） 
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第２章 門真市の教育を取り巻く状況           

１．社会の動向 

（１）社会の潮流 

 ①子どもの生活を取り巻く環境の変化 

  日本の人口は、平成 20（2008）年をピークとして減少局面に入っており、

今後も出生率の低下等によりさらなる減少傾向に向かうと推測されています。

それに伴い、年少人口も少なくなることにより学級数が減少するなど、学校に

おける環境も変化してきています。また、家庭においても核家族化が進展し、

地域における人間関係も希薄化するなどにより、一人の子どもの関係する大

人の数が少なくなっていることが懸念される状況となっています。 

 

 ②グローバル社会・情報技術の進展 

  現代社会は、情報通信技術の進展、交通手段の発達による容易な移動、市場

の国際化の進展により、様々な分野でのグローバル化が進んでいます。教育分

野においても、基礎的な学力に加え課題解決能力やコミュニケーション力の

向上や多様な文化への国際理解を深めることなど、グローバル化に対応する

ための力を身に着けることが求められています。 

また、現代の技術革新により提唱された新たな社会である「超スマート社会

（Society5.0）」をめざすため、ＡＩの活用を含めた情報技術活用能力や求め

られる教育のかたちも大きく変化しています。 

 

 ③安全安心で持続可能な社会への意識の高まり 

  東日本大震災や平成 30（2018）年に発生した大阪府北部地震をはじめと

した大規模な地震や大型の台風、大規模水害などの災害が相次ぎ、今後も南海

トラフ巨大地震などの大規模な災害の発生が懸念される中、安全に対する意

識が高まっています。 

  また、平成 27（2015）年に開催された国際サミットにおいて採択された

持続可能な開発のために取り組むべき 17 のゴールと 169 のターゲットか

らなる目標（ＳＤＧｓ）が掲げられました。今後の教育の推進においても、こ

れらの目標を視野に入れていくことが求められます。 
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（２）近年の国の動向 

  国においては、教育基本法第 17 条に基づく計画として、第１期教育振興基

本計画（計画期間：平成 20(2008)年度から平成 24(2012)年度）を策定し、

平成 30(2018)年６月に第３期教育振興基本計画が閣議決定され、その方針

に基づきさまざまな政策が進められています。その中の主なものは次のとお

りです。 

 

①学習指導要領の改訂  

 全国統一の教育水準を保つための教育課程（カリキュラム）の基準である学

習指導要領が改訂され、令和 2（2020）年度より（中学校は令和３（2021）

年度より）新たな学習指導要領の下での教育が始まります。 

 新しい学習指導要領は、「生きる力 学びのその先へ」を理念に掲げ、主体

的で・対話的で深い学び（アクティブ・ラーニング）の視点での授業づくり、

カリキュラム・マネジメントの確立を通じて、 

・学びの向かう力や人間性 

・知識及び知能 

・思考力・判断力・表現力 

 の３つの力をバランスよく育むことをめざしています。 

  

 ②教育ＩＣＴ化の推進 

  Society5.0時代を生きる子どもたちに教育におけるＩＣＴを基盤とした先

端技術等の効果的な活用が求められる中、令和元（2019）年 12 月に「ＧＩ

ＧＡスクール構想」が国により示されました。「ＧＩＧＡスクール構想」に掲

げる目標としては、多様な子どもたちを誰一人取り残すことなく、子どもたち

一人ひとりに公正に個別最適化され、資質・能力を一層確実に育成できる教育

ＩＣＴ環境の実現をめざすこととされています。 

  構想の実現に向けて、令和元(2019)年度に全国的に整備される１人１台端

末と高速大容量の通信ネットワークを活用した教育を進めていく必要があり

ます。 

 

③新型コロナウイルス感染症に伴う様々な取組【参照：参考資料 15】 

  新型コロナウイルス感染症対策が進められる中においても、国において「あ

らゆる手段で、子どもたち誰一人取り残すことなく、最大限に学びを保障」し、

子どもたちの学びを止めないための対策が示されました。 

今後、これに基づく学校教育や衛生面を含めた学校運営のあり方を検討して

いく必要があります。 
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（３）門真市における教育に関する取組 

 ①門真市教育振興基本計画の推進 

  門真市教育委員会においては、平成 28（2016）年３月に「門真市教育振

興基本計画」を策定し、平成 28（2016）年度から令和２（2020）年度を

計画期間として様々な取組を進めてきました。 

  主な取組は次のとおりです。【詳細は参考資料 16 を参照】 

基本目標 実施年度 取組内容 

【基本目標１】 

０歳からの１５

年一貫教育で 

子どもの夢と幸

せをはぐくみま

す 

平成 28 

年度 

・門真市版授業スタンダードの推進(継続) 

・市独自の学習到達度調査（小３～小５）の実施

(継続) 

・外国語活動支援員の配置(継続) 

・NET 事業の実施(継続) 

・門真市めざせ世界へはばたけ事業の実施(継続) 

・市独自の 35 人学級編成の実施(継続) 

・門真市開発的生徒指導の推進(継続) 

・学校給食選手権の実施(継続) 

平成 30 

年度 

・きめ細かな指導を実現する環境づくり事業の

実施 

・「門真市版授業づくりベーシック」を作成 

・「ようこそ門真へ」国際交流事業を実施 

・門真市いじめ防止指針の策定 

令和元年度 ・キャリア・パスポートの活用開始（令和 2 年

度～）に向けた準備 

・個別の教育支援計画、個別の指導計画の改訂 

・GIGA スクール構想実現に向けた準備 

【基本目標２】 

多様な学びの機

会を実現する充

実した教育環境

をつくります 

平成 28 

年度 

・学校図書館司書の増員 

・適応指導教室「かがやき」の設置(継続) 

・子ども悩み相談サポートチームの設置(継続) 

平成 29 

年度 

・学校図書館司書の全小中学校への配置 

令和元年度 ・学校予算の裁量権の拡充に向けた準備 

【基本目標３】 

子どもを真ん中

に学校、家庭、

地域、行政がつ

ながります 

平成 28 

年度 

・子どもの安全見守り事業の実施(継続) 

・交通専従員の配置(継続) 

・「サタスタ」「学び舎 Kids」の実施(継続) 

・Kadoma 塾の実施(継続) 
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②門真市魅力ある教育づくり審議会における審議 

  平成 28(2016)年 11 月に、「門真市教育振興基本計画の基本理念に基づ

く教育のあり方について」門真市教育委員会より門真市魅力ある教育づくり

審議会に対して諮問し、審議を重ねた上で平成 30(2018)年 8 月に答申がな

され、以下の５項目について提言がなされました。 

 ・横のつながりや縦のつながりなど、多様な人間関係の構築をとおして主体的 

に学び合える学校環境づくりについて 

・すべての子どもにとって安全で優しく、充実した学校施設のあり方について 

・いじめ防止指針の策定及び不登校問題の対策について 

 ・門真の子どもたちの自己実現に向けて 

 ・門真の子どもたちへの支援に向けて 

 

 

③門真市学校適正配置審議会における審議 

  門真市魅力ある教育づくり審議会の答申の中で、「横のつながりや縦のつな

がりなど、多様な人間関係の構築をとおして主体的に学び合える学校環境づ

くりについて」及び「すべての子どもにとって安全で優しく、充実した学校施

設のあり方について」提言がなされたことを受けて、門真市学校適正配置審議

会において、学校の適正配置を進める前提となる「門真のめざす教育とこれか

らの学校づくりの方向性について」審議がなされ、その方向性と今後の小・中

学校のあり方についての具体的な提言がなされました。 
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答申で示された「門真のめざす教育とこれからの学校づくりの方向性について」 
 

〇 門真のめざす教育 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇門真のめざすこれからの学校づくり 
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２ 門真市の状況 

（１）人口の推移と将来推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人口は毎年減少しており、今後についても人口減が見込まれています。令和７

(2025)年には 106,764 人となり、令和 22(2040)年には 79,546 人となる

ことが予想されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

（２）児童生徒数の推移と将来推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

児童生徒数の推移については、人口の推移同様、年々減少していく傾向となっ

ており、令和８(2026)年度には、5,755 人となることが見込まれています。 
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（３）学級数の推移 

【小学校】 

 

  学級数【学級】 

（  ）内支援学級 

教員数

【人】 
児童数【人】 

平成 28 年度 245（53） 396 5,588 

平成 29 年度 241（53） 382 5,426 

平成 30 年度 236（58） 380 5,189 

令和元年度 234（64） 380 5,004 

令和２年度 228（68） 368 4,808 
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【中学校】 

 

  学級数【学級】 

（  ）内支援学級 
教員数【人】 生徒数【人】 

平成 28年度 110(27) 225 2,976 

平成 29年度 108(29) 223 2,861 

平成 30年度 100(27) 212 2,732 

令和元年度 96(26) 210 2,669 

令和２年度 98(29) 209 2,603 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童生徒数の減少に伴い、学級数も減少しております。しかし支援学級につい

ては年々増加している傾向があります。また、学校ごとの学級数を見ると、小学

校においてすべての学年が単学級（１学級）の学校は令和２年度は２校ですが、

令和８年度には 4 校となることが予想されます。 
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（４）世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

世帯状況の推移をみると、「夫婦と子供から成る世帯」が減少傾向にある一

方で、「女親と子供から成る世帯」は増加傾向となっています。 
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（５）児童生徒の状況について 

 ①学力状況〈標準化得点を活用した対全国比経年比較〉 

【小学校】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【中学校】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小・中学校ともにどの教科も全国平均を下回っている状況です。小学校におい

ては、算数の得点が高い傾向があり、中学校においては、数学、国語との差がほ

とんどない傾向にあります。※令和元（2019）年度より算数・国語・数学については
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Ａ・Ｂの区分がなくなりました。 

②家庭での学習状況 

【小学校】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【中学校】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 小・中学校ともに「１～２時間」勉強している割合が比較的高くなっています。

それに次いで、「30 分～１時間」勉強している割合が高くなっています。「全く

しない」割合は小・中学校ともに、全国平均より大きく上回っている状況があり

ます。 
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③体力・運動能力の状況 

 

【小学校】 
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【中学校】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 体力・運動能力の状況については、小学校段階では上位項目（A、B）が全国

と差が見られますが、中学校段階では全国との差が縮まっている状況がありま

す。 
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④不登校数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不登校に関しては、小学校に比べ中学校での数が多くなっていますが、小学校

でも増加傾向が見られます。 

 

⑤暴力行為の推移 

 

 

 

 

 

 

 平成 24 年度の小学校での件数が多い状況だった依頼少ない件数で推移していましたが、

平成 30年度以降増えている状況です。 

 

 

 ③不登校数 

 

 

暴力行為については、以前は中学校の件数が多く挙がっておりましたが、近年

では小学校の数が多くなっています。昨年度、一昨年度についてみると、減少傾

向にあります。 
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⑥いじめ認知数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 いじめの認知数につきましては、ここ数年の件数が多くなっておりますが、い

じめ認知の考え方が改められたことが影響しており、積極的にいじめ認知を行

っている結果となっております。 
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⑦読書状況 

 

【小学校】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【中学校】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小・中学校ともに、読書を「全くしない」が 1 番高くなっていますが、「全く

しない」割合は減少傾向にあります。読書をしている時間で見てみると、小学校

で「10 分～30 分」、中学校で「10 分未満」が高くなっています。 
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⑧自己肯定感、自尊感情について 

（１）夢や目標について 

【小学校】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【中学校】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夢や目標を持っていると答えている割合は、小・中学校ともに全国との差はほ

とんどなく、小学校においては、令和元年度の「当てはまる」の割合が全国を上

回っています。 
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（２）自分のよいところについて 

【小学校】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【中学校】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自分には、よいところがあると答えている割合は小学校の方が高い傾向が見

られます。「当てはまる」と答えている割合は全国とやや差が見られますが、「ど

ちらかといえば、当てはまる」の割合は大きな差はありません。 



27 
 

（６）学校施設の状況について 

 

【小学校】 

小学校名 建築年度 経過年数 
大規模改造工事 

実施年度 

門真小学校  昭和 40年 55 年 ― 

大和田小学校 昭和 40年 55 年 ― 

二島小学校  昭和 48年 47 年 ― 

四宮小学校  昭和 40年 55 年 ― 

古川橋小学校 昭和 40年 55 年 ― 

沖 小 学 校  昭和 46年 49 年 平成 27/28 年度 

上野口小学校 昭和 46年 49 年 ― 

速見小学校  昭和 47年 48 年 平成 9/10 年度 

脇田小学校  昭和 47年 48 年 ― 

北巣本小学校 昭和 49年 46 年 ― 

五月田小学校 昭和 51年 44 年 平成 25/26 年度 

東 小 学 校  昭和 58年 37 年 ― 

砂子小学校  昭和 51年 44 年 平成 14/15 年度 

門真みらい小学校 昭和 45年 50 年 平成 17/18 年度 

 

【中学校】 

中学校名 建築年度 経過年数 
大規模改造工事 

実施年度 

第二中学校  昭和 39年 56 年 ― 

第三中学校  昭和 44年 51 年 ― 

第四中学校  昭和 48年 47 年 平成 11/12 年度 

第五中学校  昭和 48年 47 年 平成 27/28 年度 

第七中学校  昭和 53年 42 年 ― 

門真はすはな中学校 平成 24年 8 年 ― 

 

 門真市内の小・中学校の施設の状況につきましては、多くの学校で築 40 年以

上が経過している状況があります。全小・中学校において耐震補強工事は実施し

ていますが、大規模改修を行った学校は７校となっております。 
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第３章 門真市の教育がめざす基本的な方向性      

１．計画の基本理念 

  本計画においてめざす基本理念として、今後５年間で門真市教育委員会が

めざす子ども像を掲げ、それに向けて門真の子どもたちに着けたい力を３つ

の基本目標を設定するものとします。このめざす子ども像と基本目標で構成

される基本理念を実現するため施策を掲げ、それに基づく取組・事業を実施す

ることにより計画を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【めざす子ども像】 

将来の自立をめざして自分の生き方を見つける子ども 

【基本目標①】 

一人ひとりが輝くためにチャレンジする力をはぐくむ教育 

【基本目標②】 

これからの時代にたくましく生き抜く力をはぐくむ教育 

【基本目標③】 

互いの違いを認め合いながら社会の担い手として人とつながる力

をはぐくむ教育 

チャレンジ 

する力 

生き抜く

力 

つながる

力 
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（１）めざす子ども像 

 

 

 子どもたちを取り巻く状況が日々大きく変化する中、子どもたちが生き抜い

ていくためには、様々な経験の中で自ら課題を見つけ、主体的に学び、考え、判

断して行動する力や子ども自身で将来を創造する力をつけることが必要です。

その力をつけるために、門真市としては、縦のつながり、横のつながり、将来の

自分とのつながりという３つのつながりを軸に子どもたち一人ひとりが自分の

生き方を見つけてほしいという想いから、系統性を持った教育を進めていくこ

ととし、「将来の自立をめざして自分の生き方を見つける子ども」をめざす子ど

も像とします。 

 

（２）基本目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「将来の自立をめざして自分の生き方を見つける子ども」 

今後、多様な価値観や多様な人間関係の中で、子どもたち一人ひとりが志

を持ち、自らの個性や強みを生かして輝くことができるよう、未来を切り

開くために必要となる基礎的な力に加え、点数化されない非認知能力も含

めた総合的な力をつけていくことにより、チャレンジする力をはぐくむ教

育をめざします。 

基本目標① 一人ひとりが輝くためにチャレンジする力をはぐくむ教育 

今これからの予測できない変化の大きな時代おいて、個々に置かれている状

況や様々な家庭環境に左右されず、将来の目標やその先の自立に向け立ち向

かっていくために必要となる生き抜く力をはぐくむ教育をめざします。 

基本目標② これからの時代にたくましく生き抜く力をはぐくむ教育 

基本目標①・②で掲げた個々の能力をつけることに加え、子どもたち一人 

ひとりが社会の一員であるという意識を持ちながら担い手としての力も身 

に着けることをめざし、他者との違いを認め合いながら多様な人たちとつ 

ながる力をはぐくむ教育をめざします。 

基本目標③ 互いの違いを認め合いながら社会の担い手として人とつな

がる力をはぐくむ教育 

チャレンジ 

する力 

生き抜く

力 

つながる

力 
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２．基本理念を実現するための施策の方向 

  基本理念を実現するため、今後取り組む施策の方向を以下に示す施策の方

向に基づき取組を進めます。 

  

【施策の方向１】  確かな学力の育成 

【施策の方向２】  すべての子どもへの学習の支援 

【施策の方向３】  豊かでたくましい人間性の育み 

【施策の方向４】  健やかな体を育てる教育の推進 

【施策の方向６】  学校の組織力向上と開かれた学校づくり 

【施策の方向７】  安全・安心・快適な学びの場づくり 

【施策の方向５】  教職員の資質向上 
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第４章 今後５年間に取り組む施策            

施策の方向１ 確かな学力の育成 

（1）学習指導要領の確実な実施 

 

 

小学校では令和２（2020）年度、中学校では令和３（2021）年度より、概

ね１０年ごとに改訂される新学習指導要領に基づいた教育活動が開始されます。

この新学習指導要領では「豊かな創造性を備え持続可能な社会の創り手となる

ことが期待される生徒（児童）に、生きる力を育むことを目指す」と示されまし

た。そして、「生きる力」の育成を目指し資質・能力を三つの柱で整理され、合

わせて社会に開かれた教育課程の実現が求められています。さらに、教育課程で

は、編成・実行・評価・改善の PDCA サイクルの活用によりその質を高めてい

く「カリキュラム・マネジメント」の手法を取り入れることや「学習の基盤とな

る資質・能力」に言語能力と同様に情報活用能力が位置付けられたことによる学

校のＩＣＴ環境を活用した学習活動の充実が求められています。また、これらの

新たな学習を実践するための学校の組織体制づくりも求められています。 

授業においては、主体的・対話的で深い学び（アクティブ・ラーニング）の視

点から「何を学ぶか」だけでなく、「どのように学ぶか」「何ができるようにな

るか」も重視した授業の改善が求められています。特に、新たに取り組むこと・

これからも重視することとして、「プログラミング教育」「外国語教育」「道徳

教育」「言語能力の育成」「理数教育」「伝統や文化に関する教育」「主権者教

育」「消費者教育」「特別支援教育」の９点が示されています。 

 門真市においては、子どもたちの主体的な学びを促す授業づくりを進めるた

めの「門真市版授業スタンダード」の推進に加え、新学習指導要領において求め

られている力をつけるための授業改善に向けて、平成３0（2018）年度に「門

真市版授業づくりベーシック」を作成し、令和２（2020）年度より研究指定校

において実践研究を行っています。また、小学校で新たに始まる外国語教育に向

けても外国語教育支援員の配置や小中合同の英語研修の実施、小・中 9 年間を

見通した英語授業づくりのための外国語専科ミーティングの実施、英語専科教

員の配置などに取り組んできました。また、プログラミング教育においても、企

業と連携した出前授業・出前研修を実施するなど、新学習指導要領を実現するた

めの取組を進めてきましたが、今後も非認知能力などの点数化されない能力も

含め、門真市の子どもたちにこれからの時代につけていくべき様々な能力の育

成や定着に向けて一層取り組んでいく必要があります。 

現状と課題 
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 また、様々な力をつけていくための新たなツールとして整備される児童生徒

一人一台学習用端末の効果的な活用のため、令和 2（2020）年度に ICT 活用

検討会を立ち上げ、調査研究を進めています。 

 

 

 

 新学習指導要領に基づいた教育活動を行うため、これまでに実施してきた取

組の充実・推進・改善に加え、新たな取組についても調査研究を実施します。 

 新学習指導要領で明記された「生きる力」の育成を目指し、資質・能力を三つ

の柱「知識・技能」「思考力・判断力・表現力等」「学びに向かう力」に整

理し、「門真市版授業スタンダード」を基にした授業づくりを引き続き推進しま

す。また、「門真市版授業づくりベーシック」を活用し、学校訪問支援や教育委

員会主催研修、学力向上担当者連絡会等で、授業改善の支援を行います。さらに、

「社会に開かれた教育課程」の実現に向けては、まず保護者や地域と新学習指導

要領の趣旨や内容を共有に努め、地域と一体となって特色ある学校づくりを進

めていくことができるコミュニティ・スクールや地域学校協働活動を視野に入

れ取組を進めます。 

カリキュラム・マネジメントの実施においては、教科等横断的な視点での授業

の組立・教育課程実施状況の評価・改善、教育課程の実施に必要な体制の確保に

取り組みます。 

  

  

今後の方向性 
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【5 年後の目標…全国平均以上（３年後（令和５年度）に全国平均）】 

【単位（％）】 
現状 

（令１） 

目標数値 

（令７） 

国語の授業で自分の

考えを話したり書い

たりするとき，うまく

伝わるように理由を

示したりするなど，話

や文章の組立てを工

夫している児童生徒

の割合 

小 61.6 
70 

（令和５年度：68） 

中 58.5 
66 

（令和５年度：64） 

算数の授業で問題を

解くとき，もっと簡単

に解く方法がないか

考える児童生徒の割

合 

小 77.5 
84 

（令和５年度：82） 

算数・数学の授業で学

習したことは，将来，

社会に出たときに役

に立つと思う児童生

徒の割合 

小 92.0 
94 

（令和５年度：94） 

中 71.3 
78 

（令和５年度：76） 

【全国学力・学習状況調査】 

 

 

 

①新学習指導要領に基づいた授業の推進 

新学習指導要領を踏まえた授業内容の改善を行うため、「門真市版授業づくり

ベーシック」に基づいた単元指導目標の達成に向けた授業づくりを、各学校にお

いて計画的、系統的、組織的に推進します。また、子どもたちの主体的な学びを

促す授業づくりを進めるため、「門真市版授業スタンダード」に向けた授業づく

りを推進するとともに、授業の流れが形骸化しないよう学校における授業研究

や研修を行うなど、確実な実践に向けた取組を進めます。 

主な取組 

めざす指標 



34 
 

さらに、カリキュラム・マネジメントについて、学校全体で児童生徒や学校、

地域の実態を適切に把握し、教育内容や時間の配分、必要な体制の確保等の改善

を通して、教育活動の質を向上させ、学習の効果を最大限に高めるための取組を

実施します。また、教育委員会としても、各学校において「教育課程の実施状況

の評価改善」が PDCA サイクルに基づいて行われているか指導助言するととも

に、教育課程の実施に必要な体制の確保について支援します。 

 

②社会に開かれた教育課程の推進 

 新学習指導要領に新たに位置づけられた「社会に開かれた教育課程」を実践す

るため、子どもたちが自らの人生を切り拓いていくために求められる資質・能力

を教育課程において明確化し育んでいくとともに、教育課程の実施に当たって

は地域の人的・物的資源の活用や地域から学ぶ機会の確保など、学校教育を学校

内だけではなく、地域とその目標の共有や連携を図るための取組を進めます。 

 

③プログラミング教育の推進 

 新学習指導要領において、学習の基盤となる資質・能力として「情報活用能力

（情報モラルを含む。）」が明記され、その情報活用能力の育成を図るための学

習活動の一つとして、プログラミング教育が挙げられています。そのために、全

小学校においてプログラミング教育の年間計画の策定、プログラミング教育の

授業力向上のための研修、企業・大学と連携した出前授業等を取り入れ、子ども

たちに系統的にプログラミング的思考力を育みます。 

 

④ICT 機器の活用 

 GIGA スクール構想のもとでの ICT 機器を活用した学習活動を推し進めるた

め、ICT 活用検討会（令和 2（2020）年度～令和 5（2023）年度）を中心に、

児童生徒の学習用端末等を効果的に活用した授業づくりに向けた調査研究を行

い、各小中学校でスムーズに活用できるよう、各学校での活用事例も収集しなが

ら、活用モデル集の配付を各小中学校に行います。また、各小中学校においては、

ICT 支援員などの専門的知識を持った人材の活用も視野に入れつつ、各学校の

情報担当教員を中心に、ICT 機器の活用方法の研究および授業改善に向けた取

組を進めます。 
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（2）学力向上に向けた基盤づくり 

 

 

 門真市における学力向上に向けた取組として、平成 24（2012）年度に外部

有識者等による学力向上対策委員会を設置し、その提言から「授業改善」「学校

組織改善」「家庭学習改善」「生徒指導改善」の４観点を中心に取組を行ってき

ました。その結果、平成 30（2018）年度の全国学力・学習状況調査では、平

成 19（2007）年度と比較すると、小学校・中学校の全ての教科で点数に上昇

（小学校・算数 A：3.4％ 算数 B：4.9％ 国語 A2.9％ 国語 B4.5％ 中学

校・数学 A4.4％ 数学 B4.6％  国語 A3.6％ 国語 B6.3％）が見られ、全国

学力・学習状況調査質問紙においても、平成 19（2007）年度と共通する学習

に関する項目全てにおいて、結果の上昇が見られました。 

しかしながら、全国学力・学習状況調査の結果では門真市平均は全国平均には

及ばず、更なる授業改善や学力向上の取組を進めていく必要があります。 

そのため、門真市教育委員会においては、令和２（2020）年度に「門真市学

力向上アクションプラン」を策定し、プランに基づく授業改善や学力向上に向け

た取組を進めており、今後もさらに推進していく必要があります。 

 

 

 

 「門真市学力向上アクションプラン」に基づき、児童生徒が授業で学習した内

容を確実に身につけ、学ぶ意欲や自尊感情を高めていけるよう、学習指導要領を

踏まえた授業改善に取り組みます。また、教科の特性や指導内容、児童生徒の学

習の定着状況を踏まえた、習熟度別や教科担任制等、よりきめ細やかで効果的な

指導を実施し、「生きる力」を育む教育活動を実践した児童生徒の学力向上に努

めます。 

 さらに、新学習指導要領で求められている力の定着状況を測る全国学力・学習

状況調査の結果を踏まえ、各学校で実施している授業等の有効性について検証

を行うため、これまでの各学校における分析に加え新たに専門家へも分析を依

頼することにより、さらに効果的な授業改善・学力向上の施策につなげるための

取組を実施します。 

また、門真市独自の学習到達度調査を活用することで、大阪府が実施する小学

生新学力テスト・中学生チャレンジテストと合わせて、小学 3 年から中学 3 年

まで、児童生徒一人ひとりの学力を系統的に見取り、授業改善や学力向上の取組

が効果的に行われているかの検証を行います。 

現状と課題 

今後の方向性 
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一方、様々な課題解決に向けた取組を行っている学校に対して支援ができる

よう教育委員会の体制についても見直しを図ります。 

 

 

 

【5 年後の目標…全国平均以上（３年後（令和５年度）に全国平均）】 

全国学力学習状況調査における全国を 100 とした時の門真市の標準化得点 

【単位（％）】 
現状 

（令１） 

目標数値 

（令７） 

小学校 

算数 95.8 
102 

（令和５年度：100） 

国語 90.9 
102 

（令和５年度：100） 

中学校 

数学 93.8 
102 

（令和５年度：100） 

国語 93.3 
102 

（令和５年度：100） 

英語 92.0 
102 

（令和５年度：100） 

 

 

 

①門真市学力向上アクションプランの推進 

令和 5（2023）年度までに門真市の児童生徒の学力を向上させることをめざ

し、令和２（2020）年度に策定した「門真市学力向上アクションプラン」を、

全教職員が十分に理解し進めることができるよう周知を図った上で、教育委員

会と各学校が一体となってプランに基づいた取組を推進します。 

 

②門真市学習到達度調査等の実施及び活用 

  全ての児童生徒の学力の状況を測るため、全国学力・学習状況調査や大阪府チ

ャレンジテスト、大阪府新学力テスト（小学生すくすくテスト）等の調査対象と

なっていない学年の児童生徒を対象に門真市学習到達度調査等を実施し、学力

の経年比較による実態把握を行います。加えて、調査結果については分析・総括

を行い、各学校の傾向及び児童生徒一人ひとりの学力を系統的に見取り、授業改

主な取組 

めざす指標 
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善等今後の学力を高める効果的な施策につなげます。また、より効果的な分析が

実施できるよう外部委託も視野に入れ、分析手法についても改善を図ります。 

 

③質の高い授業づくり 

様々な業務に追われて多忙化に拍車がかかる学校現場において、業務の軽減

を図るための措置などを行うとともに、各学校において校長のリーダーシップ

のもと、授業改善や学力向上のための効率的な授業研究体制を確保できる学校

環境の構築に取り組みます。また、児童生徒の学力向上には教員の授業力の向上

が必要不可欠であることから、教育委員会が主体となり、学力向上につなげてい

る教員の講師への活用も含めた授業づくり研修の効果的な実施や先進自治体・

先進校への授業視察等を行うことにより、教員の授業力の向上に取り組みます。

さらに、学力向上に向けたモデルとなる取組を行う門真市教育研究指定校や重

点支援校を指定し、指導主事やスクールアドバイザー等が直接学校訪問支援を

行うとともに、研究指定校や重点支援校における効果的な取組を市内全小中学

校に共有し、門真市全体での教員の授業力向上につなげます。 

 

④組織体制の強化と目標の共有 

教育委員会として、これまでの学力向上に関する取組や各種調査結果につい

て再検証・分析を行い、事業改善を図るとともに、課題や目標、取組方針につい

て、教育委員会と各学校が共有しながら学力向上の取組を進めます。そして、各

種学力調査の結果分析から明らかになった課題に対して、指導主事が専門性を

発揮し、学校への支援・指導助言をより効果的に実施できるよう教育委員会にお

ける体制強化を図ります。また、各学校においては、校長がリーダーシップを発

揮して、教職員が一体となり学校教育目標達成や学力向上に向けた取組が着実

に実施できるよう、首席・指導教諭・教務主任、学力向上、支援教育、生徒指導

の各担当教員等、校長の学校運営を支える立場を担える人材の育成に取り組み

ます。 
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（3）グローバル化に対応するための取組の推進 

 

 

 近年、グローバル化が急速に進展し、英語をはじめとした外国語の豊かな語学

力や外国語を活用したコミュニケーション能力は、幅広い業種の職業や生活に

必要なものとなっています。この状況を踏まえ、外国語教育のさらなる充実を図

るため、新学習指導要領において外国語教育の改善についての取組が位置付け

られたところです。この新学習指導要領に対応するためには、小学校の中学年に

おいて「聞くこと」「話すこと（やり取り）」「話すこと（発表）」の三つの領

域を設定し、コミュニケーションを図る素地を育成した上で、高学年において

「読むこと」「書くこと」を加えた教科として外国語を導入し、中学校では、こ

うした小学校での学びを踏まえ、五つの領域の言語活動を通してコミュニケー

ションを図る資質能力を育成するとされています。 

これまでの間、門真市においても、新学習指導要領に基づいた小学校外国語教

育を開始するため、小学校において市独自に外国語教育支援員の配置を行い、小

学校教員が授業を行うことのできる体制の整備を進めるとともに、令和２

（2020）年度より、デジタル教科書の導入・小学校外国語専科教員の配置を行

うなどの体制の整備を行っています。 

 一方で、中学校においては、学力テスト（中学生チャレンジテスト）における

英語の結果が全国及び大阪府の点数を大きく下回っていることから、デジタル

教科書の導入や NET（外国人英語講師）の活用、大阪府チャレンジテストの結

果分析の専門家への依頼、英語改善授研修の実施など授業改善に向けた取組を

進めていますが、今後も引き続き、指導の充実に向けて取組を進めていく必要が

あります。 

 

 

 

新学習指導要領に対応するため、新たに始まった小学校外国語教育の充実、中

学校外国語教育の推進、そして小中学校 9 年間を見据えた英語教育の系統ある

授業づくりを行っていく必要があります。そのため、ＩＣＴ技術やＮＥＴ等の活

用や教員の指導力向上などによる指導体制を整えながら、外国語教育を推進し

ます。また、学校外においても、関係事業者と連携しながら外国語に触れる様々

な機会の場づくりを通じて、子どもたちの外国語への学習意欲を向上する取組

を推進するなど、グローバル化に対応した人材づくりに取り組みます。 

 

 

現状と課題 

今後の方向性 
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【5 年後の目標…全国平均】 

【単位（％）】 
現状 

（令１） 

目標数値 

（令７） 

外国の人と友達にな

ったり、外国のことに

ついてもっと知った

りしてみたいと思う

児童生徒の割合 

小 65.1 70 

中 61.5 66 

【全国学力・学習状況調査】 

 

 

 

① 外国語（英語）教育の充実 

 小学校においては、小学校英語専科教員を、中学校においては、ＮＥＴ（外国

人英語講師）を一層活用するとともに、「外国語を使って何ができるのか」とい

うことを明確にしながら日常的な話題を活用するなど、一層幅広いコミュニケ

ーション能力を身につけることができるよう取り組みます。 

 特に、外国語教育に関する授業力を向上するため、小学校英語専科教員を中心

に、学びの連続性を考慮し小中学校 9 年間を通じた英語授業づくりを推進する

とともに、主に中学校に配置する NET の小学校での活用に向け取組を進めま

す。合わせて、中学校英語教育の授業力向上に向け、専門家に学力テスト結果や

現在実施している授業の検証及び分析を依頼しそれに基づいた授業改善を進め

ます。 

 

② 「めざせ世界へはばたけ事業」の推進 

 門真市と世界を舞台に活躍するグローカルな人材を育成するため、本市在住

の中学生に英語による意見発表の機会として中学生英語プレゼンテーションコ

ンテストを実施し、英語学習に対する意欲と実践的な英語コミュニケーション

能力の向上を図ります。また優秀賞と奨励賞の生徒には、英語体験学習を実施し、

さらなる能力の向上を図ります。 

 

③世界に関心を持つ機会づくりや海外の子どもたちとの交流の機会づくり 

 大阪府においては、大阪・関西万博をはじめとした国際的なイベントの実施が

予定され、またＩＣＴ技術やメディアの発達により様々な国際情勢に関する情

主な取組 

めざす指標 
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報に触れる機会も増えていることから、ＩＣＴ機器の活用による海外の子ども

たちとのオンラインでの交流を図るなど、教育課程を通じて子どもたちが世界

に関心を持てるような取組を進めます。 
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（４）小中一貫教育の推進 

  

 

 

学校現場においては様々な教育課題が山積しており、また、児童生徒の発達の

早期化等も指摘されている中、これまでの小学校、中学校という、いわゆる６・

３制の枠組みでは課題への対応が難しくなってきている現状があります。  

門真市においては、こうした状況への対応として、平成 19（2007）年度に

「門真市小中一貫教育推進プラン」を策定し、小学校と中学校が連携し、義務教

育９年間を見通す中で、児童生徒の発達段階に応じたきめ細かな学習指導や生

徒指導に取組むことを理念とした、小中一貫教育を進めてきました。 

こうした取組により、義務教育９年間を見通した、系統性・連続性のある一貫

した教育を進めるという意識はついてはきましたが、9 年間を通じた教育課程

の編成や、小学校同士の小・小連携については課題が見られます。子どもたちが

将来の自立をめざして、自分の生き方を見つけることができる教育を行うため

には、小学校、中学校がそれぞれに独立した教育活動を行うのではなく、「小中

一貫教育」をより一層推進する必要があり、加えて、就学前教育との連携につい

ても重要となっています。 

 

 

 

「門真市小中一貫教育推進プラン」は、策定から 10 年以上の歳月が経過して

おり、子どもたちを取り巻く学習環境や社会情勢も大きく変化しています。その

ため、これまでの取組を総括した上で課題を分析し、小中一貫教育を進めていく

必要性や取組を進める際の留意点等などを整理し、今後の小中一貫教育の在り

方について再構築し、「門真市小中一貫教育推進プラン」の見直しを行います。

また、見直したプランを学校へ共有することにより、実効性のある小中一貫教育

の推進に向けた取組を進めます。 

また、門真市学校適正配置審議会においても義務教育９年間で子どもたちを

育む、９年間という連続性を大事にして教育を行うという考え方のもと、小中一

貫校、義務教育学校設置にも言及されています。 

今後新たに創られる小中一貫校、義務教育学校についてはもちろんのこと、そ

れ以外の学校についても、中学校区において９年間を意識し、子どもたちを育む

ということを大切に、小中一貫教育を推進します。 

 

 

現状と課題 

今後の方向性 
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【5 年後の目標…プラン見直し完了】 

【単位（％）】 
現状 

（令１） 

目標数値 

（令７） 

「門真市小中一貫教育推

進プラン」の見直し業務

進捗率 

0 
100 

【完成・全校共有】 

【門真市教育委員会調べ】 

 

 

 

①小中一貫教育の更なる推進 

子どもたちが異年齢や異学年の子どもとの「縦のつながり」や「将来の自分と

のつながり」を創るとともに、義務教育期間である９年間の系統性・連続性を大

切にした教育活動を行う小中一貫教育を一層推進します。推進に当たっては、小

中学校のそれぞれの教職員が義務教育９年間の全体像を把握した中で、それぞ

れの段階で身につける資質や能力を共有し、小学校から中学校へのスムーズな

接続を意識した「緩やかなリレーゾーン」を創ることを教員が意識し、小中学校

間の段差を緩やかにしていけるよう取組を進めます。 

 

②小中一貫教育を意識した小・小連携の推進 

 小中一貫教育を推進するためには、同中学校区内における小学校同士が連携

することが必要不可欠であることから、小学校間の連携を密にすることにより、

中学校へ入学するまでに身につける資質・能力について共有化を図るとともに、

目標の実現に向けた取組を進めます。 

 

③ 就学前教育からの円滑な接続 

 就学前の時期は就学後の学習を含めた様々な力を養うための基礎となる重要

な時期であると認識のもとで、連続した教育活動を進めるためには、就学前から

義務教育の学びの連続性を確保する必要があることから、平成 30（2018）年

に策定された「門真市就学前教育・保育共通カリキュラム」についての理解を小

学校において深め、就学前後の円滑な接続に取り組みます。また、必要に応じて

就学前後において情報の共有の場を設け、連続した関わりを維持するよう努め

るとともに、市長部局で作成している「門真市第２期子ども・子育て支援事業計

画」との整合を図りながら推進していきます。  

主な取組 

めざす指標 
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施策の方向２ すべての子どもへの学習の支援 

（1）障がいのある子どもの自立支援 

 

 

近年、支援を必要とする子どもが増加しており、支援の内容についても多様化

している現状があります。障がいのある子どもが、可能性や能力を最大限に伸ば

し、将来の自立に向けた力を育んでいけるよう、一人ひとりの教育的ニーズに応

じた支援の充実が必要です。また、障がいのある子どもが、学校生活において多

くの子どもと交流し、認め合い、学び合うことを通して、障がいの有無にかかわ

らず、ともに助け合い、学び合う気持ちや態度を養うためには、組織的にユニバ

ーサルデザインに基づいた授業づくりや学級づくりが求められ、「ともに学び、

ともに育つ」教育をより一層発展させることが大切です。 

また、それぞれの子どもがその特性に応じた必要な支援を受けられるよう、通

級指導教室の拡充・推進が図られているところです。 

障害者差別解消法の成立により、学校における基礎的環境整備と合理的配慮

の重要性が非常に高くなっており、より一層すべての児童生徒、教職員、保護者、

地域に対する支援教育への理解啓発の推進が求められています。 

このような支援教育に関する動向が変化する中、支援学級在籍児童生徒数の

増加により、門真市においても、支援教育に関する認識が多様化しています。改

めて支援教育のあり方について学校、家庭、地域が共通理解を図り、「学びの場」

である通常の学級、通級指導教室、支援学級において、子どもたちが何を学び、

どのような力をつけていくのかを見据えた教育活動・環境整備を進めていく必

要があります。 

 

 

 

 各学校で取り組んでいるユニバーサルデザインに基づいた授業づくりや学級

づくりを市内の小中学校で共有し、充実を図ります。また、個々のニーズに応じ

た学びのために、学びの場（「通常の学級」「通級による指導」「支援学級」）にお

ける基礎的環境整備の充実、合理的配慮や教職員の支援教育に関する知識・理解

の向上を図り、今後の支援教育の一層の充実に取り組みます。加えて「通級指導

教室のてびき」を活用し、通級指導教室に関する共通理解について引き続き取り

組みます。 

さらに、学校、家庭、関係機関がより一層の連携し、子どもたちに必要な力を

つけていくために、保護者向けガイダンスや学校・関係機関向け研修などを実施

現状と課題 

今後の方向性 
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し、支援教育に関する理解啓発に努めるなど、障がいのある子どもが、その能力

や可能性を最大限に伸ばし、社会参加することができるよう、関係機関と連携し、

障がいのあるこどもの教育の充実を図ります。 

 

 

 

【5 年後の目標…全校設置】 

【単位（教室）】 
現状 

（令１） 

目標数値 

（令７） 

通級指導教室設置数 9 20 

【門真市教育委員会調べ】 

 

 

 

①「ともに学び、ともに育つ」学校づくりの推進 

 国が進めている共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築の

ために、障がいのある子どもと周りの子どもたちが、互いの違いを認め合い、尊

重しながら支え合い、高め合うことをめざす「ともに学び、ともに育つ」教育を

進めます。その上で、支援を必要とする子どもの把握と理解、ユニバーサルデザ

インの観点を取り入れた授業づくりや環境整備、支援教育コーディネーターを

中心とした支援教育体制の構築など、支援教育の視点での学校づくりに組織的

に取り組みます。 

 

② 一人ひとりの教育的ニーズに応じた指導・支援の充実 

子ども一人ひとりの状況や教育的ニーズを把握し、乳幼児期から学校卒業後

までを通じて一貫した指導・支援を行うため、「個別の教育支援計画」及び「個

別の指導計画」を作成します。その上で、子ども一人ひとりに必要な力をつける

ために、各計画をもとに指導内容や方法を工夫するとともに、専門性を高めるた

め、支援内容に関する専門的な助言を関係機関に求めることができる体制を確

保するなど支援環境の整備に努めます。「個別の教育支援計画」については、本

人・保護者参画のもと作成し、目標や指導・支援内容を学校と家庭で共有し、関

係機関とも連携し、協力して子どもの指導・支援に取り組みます。 

  

③ 通級指導教室の充実 

 通常の学級に在籍する教育的支援が必要な子どもたちが、それぞれの状況に

応じた指導を行えるよう、通級指導教室の設置を進めます。また、各学校の通級

主な取組 

めざす指標 
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指導教室の整備と充実を図るために作成された「通級指導教室のてびき」を活用

し、学校体制として児童生徒の支援に取り組みます。 

 

④ 支援教育研修の充実 

 一人ひとりの教育的ニーズに応じた教育を進めるためには、すべての教職員

の支援教育に関する専門的知識やスキルの向上が必要です。支援を必要とする

子どもの理解や対応、教育課程、自立活動の指導、進路、関係機関との連携など、

多岐にわたる専門的知識やスキルの向上のため、地域支援リーディングスタッ

フや門真市リーディングチーム等を活用し、各学校における研修や、支援教育コ

ーディネーター・支援学級担任・支援教育支援員への研修を実施します。 
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（2）不登校児童生徒への支援 

 

 

 学校内でのトラブル、家庭における問題などにより、学校に登校することが難

しい児童生徒が増加傾向にありますが、不登校は児童生徒本人に起因する特有

の事情によって起こるものとして捉えるのではなく、取り巻く環境によっては、

どの児童生徒にも起こり得ることとして捉えることが必要です。 

学校が安心して過ごせる居場所となるよう、魅力ある学校づくりを推進する

とともに、不登校児童生徒の支援として、学校以外の場所においても学びや自立

活動の機会を確保できる環境を整えることが必要です。 

 

 

 

 不登校の児童生徒への支援については、不登校となった要因や継続している

背景の把握に努めるとともに、本市における適応指導教室に加え、各学校におけ

る適応指導教室や家庭での学習支援、フリースクールの活用など、児童生徒の居

場所づくり、社会的自立へ向けた児童生徒の実情に応じた適切な支援を進めて

行きます。 

 

 

 

【5 年後の目標…全国平均】 

【単位（‰）】 
現状 

（令１） 

目標数値 

（令７） 

不登校率(千人率) 
小 12.8 8 

中 72.7 39 

【門真市教育委員会調べ】 

 

① 適応指導教室「かがやき」等の充実 

 不登校児童生徒に対する学びの場を確保するとともに、人間関係の回復や社

会的自立を促し学校や社会生活への復帰を支援する場を確保するため教育セン

ター内に設置された適応指導教室「かがやき」については、効果的な運営に向け

た運営方法等の見直しを行いつつ、専門職員による指導・相談を行います。また、

学校内においても、教室で学校生活を送ることが難しい子どもにとっての居場

現状と課題 

今後の方向性 

めざす指標 
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所として適応指導教室の活用を進めるとともに、不登校対策学生フレンドの配

置等を行います。 

 

② 子ども悩み相談サポート事業の実施 

 いじめ、不登校、暴力行為等の問題行動の課題解決を図るため、教育センター

内に子ども悩み相談サポートチームを配置し、児童生徒やその保護者からの悩

みの相談に応じるとともに、サポートチーム構成員による学校訪問を積極的に

行うなど、学校におけるケース会議への参加や研修を実施していくことで、学校

における課題解決力の向上をめざします。 
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（3）様々な状況下における学習機会の確保 

 

 

 

 新型コロナウイルス感染症の拡大により、感染症対策を行いながらの学校運

営が求められています。門真市においても、令和 2（2020）年度の新型コロナ

ウイルス感染症流行に伴う休校期間には、オンラインソフトの活用及び紙を中

心とした課題の配付による学習保障を進めてきました。しかしながら一方で、家

庭における学習環境の違いから一律のオンラインによる学習保障を推し進める

ことが難しいなど、学習機会を確保する上での課題も見えてきました。 

今後、新型コロナウイルスだけでなく、冬に流行期を迎えるインフルエンザや、

予測することが難しい自然災害など、様々な要因により子どもたちが学校で継

続的に学習することが出来ない状況におかれた時でも、子どもたちが学習を継

続できる環境を整えることが必要です。 

 

 

 

 様々な感染症の流行下等においても、学校における安全な学習環境を整える

とともに、学校での授業を行えない状況に備えて、学習用端末を家庭へ持ち帰る

ことも含め、児童生徒が家庭でも学習を継続できるよう環境整備を進めるとと

もに、教育ＩＣＴ機器を活用したオンライン授業を実施するための授業力の習

得に向け取組を進めます。  

 

 

 

 

【5 年後の目標…1 校に 3 人ずつ配置】 

【単位（人）】 
現状 

（令１） 

目標数値 

（令７） 

オンライン授業を実施す

るためのスキル研修を受

講したのべ教職員数（校

内で伝達する職員） 

0 60 

【門真市教育委員会調べ】 

 

 

現状と課題 

今後の方向性 

めざす指標 



49 
 

 

 

 

① 学校における感染症対策の徹底 

 新型コロナウイルスをはじめとした感染症が拡大する状況においても学びを

止めないよう、感染の状況によっては、子どもたちが密集する状況を避けるため

の分散登校や複数教室を活用した分散授業の実施、時間割編成の工夫など、学習

スタイルの多様化や工夫を進めます。また、安心して学校における学習活動を実

施できるよう、感染症対策を徹底するなど「学校の新しい生活様式」に基づいた

学校体制の構築を図ります。 

 

②緊急時における学びの確保 

 今後、様々な要因により子どもたちが学校において継続的に学習が出来ない

状況に置かれた時においても学習活動を継続できるよう、ＩＣＴ機器を活用し

た遠隔学習も視野に入れつつ、家庭学習と教員による状況把握や指導力の向上

など、学びの確保に向けた取組を進めます。 

  

主な取組 
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施策の方向３ 豊かでたくましい人間性の育み 

（1）自分の将来を描ける力の育成 

 

 

学習指導要領では、「児童生徒が、学ぶことと自己の将来とのつながりを見通

しながら、社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる資質・能力を身に付け

ていくことができるよう、特別活動を重要としつつ各教科等の特性に応じて、キ

ャリア教育の充実を図ること」と明記されており、学校の教育活動全体を通じて、

キャリア教育に取り組むことが求められています。 

門真市においても中学校における職業体験や職業講話等、中学校区における

めざす子ども像の検討・作成、中学校区のキャリア教育全体指導計画の作成など

の取組を進めてきました。しかし、小学校におけるキャリア教育の充実や、9 年

間の系統性を意識したキャリア教育全体指導計画の見直しといった課題もあり、

学校の教育活動全体を通じて、キャリア教育に取り組むという姿勢の共通理解

を図ることが必要です。 

 

 

 

 キャリア教育は学校教育活動全体を通じて行っていくものであり、キャリア

教育を通して子どもにつけたい力を明確にし、共有することが大切です。学校内

での意思統一はもちろんのこと、義務教育 9 年間における系統的な指導も大切

となることから、小中一貫教育の視点と合わせて取り組みます。 

 また、子ども自身が自らの学びや成長を振り返り、自分の変容に気づき、自己

理解を深めるとともに、自分の将来の姿を描きながら主体的な学びに向かう姿

勢を育むための一助として、キャリア・パスポートの活用にも取り組みます。 

 

 

 

【5 年後の目標…全国平均】 

【単位（％）】 
現状 

（令１） 

目標数値 

（令７） 

将来の夢や目標を持

っている児童生徒の

割合 

小 83.5 84 

中 67.4 70.5 

【全国学力・学習状況調査】 

現状と課題 

今後の方向性 

めざす指標 
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①キャリア教育の推進 

子どもたちが将来の自立をめざして、自分の生き方を見つけることができる

よう、キャリア教育をすべての教育活動の基盤と位置づけ、9 年間を見通したキ

ャリア教育を進めます。現在中学校区で作成している、キャリア教育全体指導計

画を見直し、キャリア教育指針と合わせて体系的、系統的に基礎的・汎用的能力

の育成を図り、子どもたちの中学校卒業後、また、その 10 年、20 年後を見据

えたキャリア教育を実践します。また、児童生徒が夢や希望をもって将来の生き

方や生活を考え、生涯にわたって学び続ける意欲を維持する基盤を構築できる

よう、キャリア・パスポートを効果的に活用します。 

 

②子どもの学ぶ意欲の向上に向けた取組 

 大学生や社会人、地域の人との出会いの場を積極的につくるとともに、大学見

学や高校見学の機会を増やし、現在の学習の将来へのつながりや将来の自分を

イメージした学びへの理解を促進するなど、子どもたちの学ぶ意欲の向上につ

ながる取組を進めます。地域の人や大学生等身近なモデルとなり得る人材の力

も借りながら、子どもたちが、学ぶことの意義や学んだことが自分の人生にどの

ように生かされるのかを考えることができる学校づくりを進め、子どもたちが

主体的に学びに向かうモチベーションを高めることができる出会いや気づきの

場づくりに取り組みます。 

 

③キャリア教育指針の作成 

 キャリア教育の推進に向け、キャリア教育でつけたい力や実践方法等を示す

「門真市キャリア教育指針」を作成します。指針の作成に際しては、学校現場の

意見を取り入れたものとするため、各学校のキャリア教育担当教員と連携し、作

成に取り組みます。また、将来の自立に向けては就学前からの取組も重要となる

ため、就学前教育との連携についても指針に盛り込み、連携を図ります。 

  

主な取組 
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（２）豊かな心を育む教育の推進 

 

 

社会の変化が激しい時代、よりよい幸福な人生を生きていくには、自ら考え判

断し、行動していくことが重要となります。そのためには、他人を思いやる心や

善悪の判断など児童生徒の道徳性を育む必要があります。 

 道徳教育については、学習指導要領において「道徳の時間」から「特別の教科 

道徳」に改正され、問題解決的な学習や体験的な学習を取り入れることで、一つ

の答えを求めるような「型」としての指導ではなく、子どもたち一人ひとりが自

分自身の問題としてとらえ向き合うような「質」としての転換が授業づくりに求

められています。 

 また、情報通信ネットワーク環境についても急速に変化しており、インターネ

ット上のコミュニケーションからいじめやトラブルに発展することも考えられ

ます。門真市においても、教職員、児童生徒にタブレット端末を整備するなど、

学校 ICT 環境の改善に向け取組を進めており、その一方で子どもたちが安全か

つ適切にコンピュータや通信情報ネットワークなどの情報手段を活用できるよ

う、情報モラルを身につける取組が必要です。 

 さらに、自己肯定感と学力の相関関係が、近年様々なところで取り上げられて

います。規範意識や自己肯定感に関してのアンケート調査において、本市の児童

生徒の回答は全国・府平均を下回っている状況であるものの、近年門真市開発的

生徒指導の取組などにより一定の成果が見られています。 

 

 

 

道徳教育が「特別の教科」化されたことにより、道徳的価値について、子ども

たちが一般的な意味を理解するだけではなく、多面的・多角的な視点から考えら

れるよう、発達段階を踏まえたあらゆる機会を通して道徳性を育めるような創

意工夫を生かした授業づくりが求められています。 

このことから、各学校の道徳教育推進教師を中心とした、連絡会や研修会の機

会を設け、各学校の情報共有を図りながら、学校全体で計画的かつ協働的な指導

体制の構築をすすめるとともに、道徳的な判断力、心情、実践意欲と態度を育て

る授業づくりを進めます。 

また、ICT 機器を活用した指導が常に進展し変化することへの教職員の理解

を深めるとともに、定期的な情報モラル研修を行うことで、子どもたちが適切な

活用ができるよう指導を進めます。 

 

現状と課題 

今後の方向性 
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【5 年後の目標…児童生徒全員】 

【単位（％）】 
現状 

（令１） 

目標数値 

（令７） 

人の役に立つ人間に

なりたいと思ってい

る児童生徒の割合 

小 91.2 100 

中 89.3 100 

【全国学力・学習状況調査】 

 

 

 

①道徳教育の推進 

 道徳教育推進教師を中心に、連絡会や研修会によって授業づくりや評価につ

いて、学校間の情報交流の機会を設けていきます。また、学校全体で計画的、協

働的な道徳科の指導体制の構築を推進し、児童生徒が多面的・多角的に考え自己

の生き方についての考えを深めるための学習ができる道徳科の授業づくりを進

めます。 

 

②情報モラル教育の推進 

学校 ICT 環境の学習への活用を適切に進めるため、教職員への情報モラルの

周知と定期的な研修を行い、児童生徒に適切な指導ができる体制を構築してい

きます。また、教科授業を通して児童生徒がインターネット上のコミュニケーシ

ョンの特性を理解し、ネットワーク上のルールや個人情報、プライバシー等、情

報機器を活用する上で必要な知識を身に付け、様々な活動や学習に活用してい

くための取組を推進します。 

 

③自尊感情の育成 

 学校生活において、子どもの「出番・役割・承認」の取組を続けるとともに、

体験的な活動を取り入れた教育活動も行いながら、各小中学校での参考事例や

実践を研修の場等で共有し他校にも広めていくとともに、自尊感情（自己肯定感、

自己有用感）や規範意識をより高める取組を推進します。また、それに加え、子

ども一人ひとりが自尊感情を持った上で自らの考えを表現し伝えることができ

る力を育成します。 

 

主な取組 

めざす指標 



54 
 

④命の教育の推進 

 命はかけがえのないものであることを児童生徒が実感し、何よりも大切にす

る心と態度の育成を図るための取組を計画的に実践するとともに、SOS の出し

方に関する教育を行い、児童生徒が現在起きている危機的状況や今後起こり得

る危機的状況に対応するために適切な援助希求行動（身近にいる信頼できる大

人に SOS を出す行動）ができるような取組を推進します。  
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（３）開発的生徒指導の推進 

 

 

門真市では、過去に暴力行為件数が多い状況があった背景から、生徒指導のあ

り方を考えるために平成 26（2014）年度に「生徒指導のあり方懇談会」を開

催し、自尊感情の低さや、課題解決的・対処的な生徒指導という従来の生徒指導

における暴力行為等への対応を見直し、平成 27（2015）年度より子どもの個

性に大切にしながらすべての児童生徒の自己実現を目的とし、予防的な指導か

らさらに踏み込んだ「門真市開発的生徒指導」を導入しました。その実施に当た

っては、受容と共感を基礎に置き、あらゆる教育活動において自己選択・自己決

定・実行を豊富に経験させることを基本とした指導を実践しています。 

「門真市開発的生徒指導」が、市内小・中学校に定着してきたことで、小・中

学校教職員の中に、児童生徒との信頼関係を構築することで教職員への信頼が

生まれ、自分の気持ちを聞いてもらえる安心感を作るための「受容的・共感的に

傾聴する」という意識や、できる・分かる・認められるという経験を積み重ね、

「児童生徒の自尊感情・自己肯定感を向上させる」ことへの意識は確実に高まっ

てきました。 

また、平成 27（2015）年度には暴力行為件数が減少するなど一定の効果が

見られましたが、一方で導入から年数が経過していることから、門真市教育委員

会のめざす開発的生徒指導の趣旨や実践内容等を、新たに採用された教職員等

に改めて周知するなど、持続して適切な指導ができるよう取り組んでいく必要

があります。 

 

 

 

 「門真市開発的生徒指導」が目標とする「集団や社会の一員として自分らしく

生きる」という視点を持ち、受容と共感を基礎に置きながら、子どもに自己選択・

自己決定・実行を豊富に経験させ、自己実現へと繋げていけるよう取組を進めま

す。また、指導内容の質を向上させていくためにも、指導内容の周知徹底や指導

方法の見直しを行うなど、充実に向けた取組を進めます。 

 

 

 

 

 

 

現状と課題 

今後の方向性 
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【5 年後の目標…児童生徒全員】 

【単位（％）】 
現状 

（令１） 

目標数値 

（令７） 

先生はよいところを

認めてくれていると

思う児童生徒の割合 

小 77.0 100 

中 71.9 100 

【全国学力・学習状況調査】 

 

 

 

① 門真市開発的生徒指導の推進 

「信頼関係の構築と自尊感情の育成」、「子どもの世界を広げる活動」、「わか

る・認められる授業」、「安心して学べる学校と学校組織」、「連携による多面的支

援」の５つの取組を複合的に進めることで、その子どもの抱える課題の本質につ

いて理解を進め、集団や社会の一員として一人ひとりが自分らしく生きるため

に、より良い生活や人間関係を築こうとする態度を育てます。 

 

②指導内容の充実 

 全ての教職員が学校において子どもと関わる際に確実に実践できるよう、生

徒指導担当教員による連絡会や新任教職員を中心とした研修活動等を実施する

とともに、平成 27（2015）年度に導入された指導内容が、現状に適したもの

であるかどうか常に見直すことにより指導内容の充実に努めます。 

 

 

  

主な取組 

めざす指標 
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（４）いじめ防止への取組の推進 

 

 

 

いじめは、いじめを受けた児童生徒が教育を受ける権利を著しく侵害し、その

心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命

または身体に重大な危険を生じさせるおそれがあります。 

国においては、平成 29（2017）年に「国のいじめ防止等のための基本的な

方針」が改訂され、いじめ防止についての基本的施策や措置等について改めて示

されたところです。 

門真市においても、平成 30（2018）年 8 月に出された「門真市魅力ある教

育づくり審議会」の答申の中で、これまで以上に実効性のある市としての「いじ

め防止基本方針」の策定を求める提言を受けて、平成 31（2019）年４月に、

市・市教育委員会・学校・家庭・地域・関係機関の役割を明確にした上で連携し

ながらいじめ防止対策に向けての取組を進めるための「門真市いじめ防止基本

方針」を策定しました。基本方針の策定により、いじめに関する意識が高まるな

ど、一定の効果は出ているものの、各学校によるいじめ認知の度合いには差があ

るため、さらなる防止に向けた啓発が必要となっています。 

また、児童生徒の生活環境の変化によりいじめの問題も多様化しており、スマ

ートフォンや SNS を使用したいじめも発生しているため、家庭と連携した防止

対策も求められています。 

 

 

 

 「門真市いじめ防止基本方針」に基づき、「いじめはどの学校でも、どの子ど

もにも起こりうる」との認識のもと、いじめに関する理解を全教職員が持った上

で防止に向けた取組を進めます。また、いじめが発生した場合やいじめが疑われ

る場合に備え、相談窓口の周知をさらに進めるなど児童生徒が気軽に相談しや

すい体制づくりなどの取組を進めるとともに、重大事態に発展しないよう、チー

ム学校として各学校における「いじめ対策委員会」を中心に対策を進めます。 

 

 

 

 

 

 

現状と課題 

今後の方向性 
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【5 年後の目標…児童生徒全員】 

【単位（％）】 
現状 

（令１） 

目標数値 

（令７） 

いじめはどんな理由

があってもいけない

ことだと思う児童生

徒の割合 

小 94.3 100 

中 93.4 100 

【全国学力・学習状況調査】 

 

 

 

① いじめ防止に向けた取組 

いじめを未然に防ぐため、児童生徒のいじめに関する理解を深める機会を確

保するとともに、教職員の知識・理解を深めるため、「門真市いじめ防止基本方

針」の周知徹底、具体的事例の共有等を行うとともに、いじめの未然防止や早期

発見に向けた取組を進めます。取組を進めるに当たっては、関係機関との連携を

図るため、関係機関で構成される「門真市いじめ問題対策連絡協議会」を必要に

応じて開催し、いじめ防止についての意見交換や連絡調整を行います。また、学

校内外を問わずいじめを未然に防ぐため、家庭とも課題や対策を共有すること

により、児童生徒の携帯電話を定期的にチェックしてもらう等、家庭と連携した

いじめ防止対策に努めます。 

 

② いじめに関する相談窓口の設置 

 各学校内に、いじめに関して児童生徒が相談できる窓口を引き続き設置する

とともに、教員の相談スキルの向上や相談窓口の周知など、効果的な利用につな

がるような取組を進めます。また、いじめに関する特別の教科道徳での授業や、

それ以外の教科も含めたすべての授業における取組から、児童生徒が相談しや

すい学校環境を作ります。 

  

主な取組 

めざす指標 
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（５）人権尊重の教育の推進 

 

 

人権諸課題についての正しい知識、自他の人権を尊重する態度と実践力を身

につけた子どもの育成をめざし、関係機関との連携や教職員の人権感覚の向上

を図るとともに、各小・中学校において人権教育教材・資料や視聴覚教材の活用、

当事者の外部講師への招聘など、体験を通した人権教育を推進してきました。 

 門真市には、さまざまな国につながりのある子どもたちが多く、小・中学校合

わせて 150 名を超える「日本語指導が必要な児童生徒」が在籍している状況で

す。また、いわゆる「性的マイノリティ」とされる子どもたちや、その他さまざ

まな背景を持つ子どもたちも在籍していると考えられます。 

すべての子どもたちが自らのアイデンティティを大切にしながら、自分と異

なる文化や性の多様性を尊重し、ともに生きていこうとする豊かな人権感覚の

育成が望まれます。 

 

 

 

人権課題については、社会の変化とともに新たな課題が生じているため、新た

な人権課題に対応し、国・府の法・条例の主旨を踏まえた本市の人権教育の方向

性を示すため、「門真市人権教育基本方針」を改訂し、方針に基づき同和問題を

はじめとする各種人権課題について、教職員の人権感覚の向上や子どもたちへ

の人権教育の充実を図ります。 

また、本市に多く在籍する諸外国につながりのある子どもたちが自らのアイ

デンティティに誇りを持つことに加え、日本人の子どもたちがさまざまな国の

歴史や文化を理解し、お互いの違いを認め合い共に生きる力を育てられるよう

多文化共生教育を推進します。 

さらに、セクシャリティに関する認識については、男女平等教育の推進を始め、

性別による社会的役割への課題を意識することや性的指向及び性自認の多様性

に対する適切な理解を進めるため、教職員を対象とした学習会や実践交流会や、

子どもたちを対象にした性の多様性に関する教育を実施していきます。 

今後もこれまでの取組を継承しつつ、時代に即応した人権教育を推進し、すべ

ての子どもたちが、安心できる環境の下で、自らのアイデンティティに誇りを持

ちつつ、それぞれの個性と能力を発揮できる環境づくりに取り組みます。 

 

 

 

現状と課題 

今後の方向性 
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【5 年後の目標…全国平均】 

【単位（％）】 
現状 

（令１） 

目標数値 

（令７） 

自分には良いところ 

があると思う児童生

徒の割合 

小 73.4 83 

中 61.7 77 

【全国学力・学習状況調査】 

 

 

 

①人権教育の推進 

 全ての学校において、教職員人権研修を実施して教職員の人権感覚と指導力

の向上を図るとともに、人権教育研究協議会とも連携しながら、各種人権課題に

関する授業研究や実践報告を行うことを通して、差別を見抜き、許さない子ども

を育成します。また、人権教育担当者を中心に、各学校の人権教育の全体計画及

び年間指導計画を新たな人権課題も踏まえて見直すとともに、教職員の共通理

解のもと、学校組織としての取組を推進します。 

 

②多文化共生教育の推進 

 日本語指導が必要な児童生徒に対しては、特別の教育課程を編成して個々の

日本語能力に合わせた指導を行うことで、学校生活への適応や学力の向上を支

援します。また、門真市在日外国人教育推進協議会と連携しながら、諸外国につ

ながりのある子どもたちが、母国の文化や言語を学んだり発表したりする機会

を持つことで、全ての子どもたちが、世界には様々な国や民族があり、固有の歴

史や文化を持っていることや多様性を学び、外国につながりのある児童生徒と、

お互いに認め合いながら生きていく力を高めるための教育を推進します。 

 

③男女平等教育の推進と性的マイノリティの子どもへの対応 

 令和２（2020）年度に改訂した「門真市学校におけるセクシュアル・ハラス

メント防止指針」に基づき、各学校において研修やマニュアルの見直しを行うこ

とで教職員から児童生徒に対するセクシュアル・ハラスメントを未然に防止し

ます。また、各学校の男女平等教育担当を中心に、性的指向及び性自認の多様性

に対する適切な理解を徹底するとともに、男女平等教育推進委員会において、す

べての学校を対象としたアンケート調査を実施して、各学校の男女平等教育の

主な取組 

めざす指標 
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実施状況や、いわゆる「性的マイノリティ」とされる子どもたちへの配慮の現状

を共有することで、性的指向及び性自認に対するからかいやいじめの防止等に

取り組みます。 
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（６）読書活動の推進 

  

 

 読書は、子どもが言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、想像力を豊かなも

のにし、人生をより深く生きる上で必要不可欠なものです。近年のインターネッ

ト等の普及により読書離れがさらに進んでおり、読書の楽しさや必要性など読

書活動を普及・推進していくことがますます求められています。 

 門真市においては、学校の授業時間以外での読書時間が小・中学校ともに全国

と比較して短い状況となっています。平成 28（2016）年３月に「第２次門真

市子ども読書活動推進計画」を策定し、子どもの読書活動を推進しています。ま

た、各学校においても、平成 29（2017）年度より全校に学校図書館司書を配

置し、学校図書館の整備等による課題改善に努めるとともに、市立図書館と連携

した取組も進めており、近年、１人あたりの貸出冊数や学校図書館の利用時間の

増加がみられています。今後についても、情報化が進む中で、子どもたちが意欲

的、自主的に読書活動ができる環境の整備を進めていくことが求められていま

す。 

 

 

 

 学校図書館司書を中心に子どもが本に慣れ親しむための取組を推進するべく、

資質・能力のさらなる向上のために学校図書館司書連絡会の内容を充実させて

いきます。また教職員と市立図書館及び各学校の学校図書館司書が連携して子

どもたちの読書活動の推進に努めます。また GIGA スクール構想による環境整

備が進む中で、今後は ICT を活用した学校図書館の機能の充実をめざします。 

 

 

 

【5 年後の目標…全国平均】 

【単位（％）】 
現状 

（令１） 

目標数値 

（令７） 

授業以外で読書を全

くしない児童生徒の

割合 

小 29.7 19 

中 60.0 35 

【全国学力・学習状況調査】 

 

 

現状と課題 

今後の方向性 

めざす指標 
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①学校図書館の充実 

 学校図書館において学校図書館司書による本の修繕により、蔵書数の確保に

努めるとともに、ものを大事にする心の醸成とともに、子どもたちが利用しやす

い学校図書館とするため、全校に配置している学校図書館司書による蔵書の点

検・整理を進めるとともに、ICT 機器を活用した学校図書館の機能の充実をめざ

します。 

 

②読書に楽しむ機会の充実 

 夏季休業中に学校図書館を開放するほか、読書週間の設置や朝読書の時間や

司書との連携による授業づくりなど、各学校が読書に親しむための工夫を凝ら

した取組を進めます。 

 

③市立図書館との連携 

 市立図書館職員・司書による学校訪問を行うとともに、市立図書館司書と司書

教諭、図書担当教諭、学校図書館司書と読書活動の推進や学校図書館の運営・活

用に関する研修や交流を行います。また、児童生徒の読書意欲を高める取組とし

て、夏休みの学校図書館司書による司書イベントを市立図書館と連携しながら

発展させていきます。 

  

主な取組 
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施策の方向４ 健やかな体を育てる教育の推進 

（1）体力づくりと健やかな生活習慣の確立に向けた取組 

 

 

 

体力は、健康の維持や人間の成長を支える基本的な力であり、子どもたちがた

くましく生きるための基盤でもあります。新学習指導要領においても、「生涯に

わたって健康を保持増進し、豊かなスポーツライフを実現することを重視し改

善を図る」とされ、必要な改善事項が盛り込まれたところです。 

門真市においても、全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果を見ると、小

学校５年生・中学校２年生とも、平成 30（2018）年度と令和元（2019）年

度を経年比較すると運動能力が低下している傾向となっており、体力づくりに

向けての体を動かす習慣づくりを継続的に推進していくことが必要です。種目

により能力の差が見られることから、門真市の子どもの特性を分析した上で、得

意分野は伸ばして、課題のある分野は対応策を考え実施していくことが必要で

す。 

 また全国学力・学習状況調査において、門真市における「朝食を毎日食べてい

る割合」が全国や大阪府と比較すると低い傾向にあること、またスマートフォン

の普及により生活リズムの乱れが発生していることなどから、改めて正しい生

活習慣の定着に向けた取組が必要となっています。 

 

 

 

 子どもの体力向上を図るため、体育授業における運動量を確保するとともに、

発達段階に応じた運動を実施するなど、実施手法の研究・改善も含めた学校体育

の活動の充実を図ります。 

 また、運動習慣と生活習慣を複合的に改善することにより、さらに体力の向上 

につながることから、生活習慣の定着についても取組を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

現状と課題 

今後の方向性 
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【5 年後の目標…全国平均】 

全国体力・運動能力、運動習慣調査における点数 

【単位（点）】 
現状 

（令１） 

目標数値 

（令７） 

小学校 
男子 50.1 53.6 

女子 52.0 55.5 

中学校 
男子 40.5 41.6 

女子 48.6 50.2 

【全国体力・運動能力、運動習慣調査】 

 

 

 

① 学校における体力づくりの推進 

子どもの体力向上のための運動習慣の確立に向け、授業を活用した体力づく

りを進めるため、学校の体育授業の充実に努めます。 

また、全国体力・運動能力、運動習慣調査の結果を活用し、結果の分析により

見えてくる課題の克服に努めます。 

 

② 家庭と連携した健康づくりの推進 

 栄養（食事）・運動・休養の「健康三原則」に基づいた正しい生活習慣に基づ

く健康づくりを推進するため、各学校における生活指導を行うとともに、家庭と

も連携し子どもの基本的な生活習慣の確立に向けた取組を進めます。 

 

③ 情報社会における正しい生活習慣の指導 

 子どもたちが、スマートフォンやタブレット端末などの情報機器に接する機

会が増えています。情報機器の利用による生活習慣の乱れを改善し、正しい生活

習慣の定着に向けた取組を進める一方で、情報機器を健康保持に活用するなど、

情報機器を正しくかつ効果的に活用した健康的な生活の確保に向け、家庭と連

携した取組を進めます。 

 

 

主な取組 

めざす指標 
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（２）食育の推進 

 

 

 健康や食を取り巻く環境、食に対する価値観が大きく変化し、多様化していま

す。核家族化やライフスタイルの変化に伴い、朝食を摂らないなどの課題が見ら

れています。 

子どもたちが生涯にわたって健康な生活を送るためには、食に関する正しい

知識や望ましい食習慣を身につけることが必要です。 

学習指導要領においては、小中学校ともに、各教科、道徳科及び総合的な学習

の時間など、学校教育活動全体を通して食に関する知識を向上させることなど、

各学校における食育の推進がこれまで以上に明確に位置付けられたところです。 

 門真市においても、「朝食を毎日食べている割合」が全国や大阪府と比較する

と低い傾向にあることから食に関する啓発・指導を今後も強化していく必要が

あります。 

 そのため、食に関する指導を効果的に行える重要な場の一つである学校給食

の活用をはじめとした各学校における指導を充実するとともに、日常生活にお

ける健全な食習慣の定着に向けて家庭とも連携し、校内外含めた食育の推進が

必要です。 

 

 

 

 児童生徒が、食を大切にする態度や食事の重要性や健康の保持増進のために、

学校給食等も活用しながら、食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身につ

け、食を通じて豊かな生活を維持することができるよう、栄養教職員を中心に食

に関する学習活動を行います。 

 

 

 

【5 年後の目標…全国平均】 

【単位（％）】 
現状 

（令１） 

目標数値 

（令７） 

朝食喫食率 
小 90.5 95 

中 87.2 93 

【全国学力・学習状況調査】 

 

 

現状と課題 

今後の方向性 

めざす指標 
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① 学校給食の充実 

 栄養教職員と連携し、地域の特性を活かした給食提供を行うとともに、給食調

理員への衛生マニュアルや調理マニュアル、アレルギー対応マニュアルの徹底

を行い、安全・安心な給食を提供します。 

 

② 食育の推進 

 市内全小中学校において、「食に関する指導全体計画」を作成し、栄養教職員

と連携しながら系統的・組織的な食育を推進します。また、子どもたちが自ら献

立を考え、調理し実食を行う学校給食選手権や朝ごはんレシピ集等の取組も進

め、食に関する関心を高めます。  

主な取組 
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施策の方向５ 教職員の子どもとの関わりの充実 

（1）教職員の人材育成 

 

 

 新学習指導要領では、「児童生徒が学ぶことの意義を実感できる環境を整え、

一人一人の資質・能力を伸ばせるようにしていくことは、教職員を含め学校関係

者等に期待される役割である。」とされていることから、その役割を実現するた

めにも、教育の自己研鑽が求められています。 

 門真市の人材育成としては、学校現場での OJT（on the job training）を中

心に、国が主催する中央研修や大阪府主催研修も活用しながら、地域的な課題に

ついては門真市教育委員会主催の研修を実施し、門真市教職員人材育成指標に

合わせた人材育成を行ってきました。また、教職員の自主的で主体的な自己研鑽

の姿勢を支えるため、ニーズに応じた研修も実施しています。 

 そんな中、学校現場には経験豊富な教職員が減り、若手や経験の浅い教職員が

約半数を占める状況の中、各学校には新学習指導要領に則った改善や ICT 機器

のこれまで以上の活用、生活指導など授業内外を問わず幅広い対応が求められ、

学校現場においては OJT が機能しづらくなっている現状があります。 

  

  

 

 

 学校現場の業務過多にある現状を改善するための一つとして、新たな人材育

成体制の構築を行う必要があります。新学習指導要領では、ポイントとして４つ

（【社会に開かれた教育課程】【育成を目指す資質・能力】【カリキュラム・マ

ネジメント】【主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善】）示されてお

り、これらを着実に実施し、チーム学校として取り組むことで、業務の整理・分

担ができるとされています。ただ、そのためには、教職員はこの４つのポイント

について、理解するだけでなく、実践できる力をつける必要があります。このよ

うな教職員が求められる力を培うことができるよう、これまで以上に国や府の

研修及び校内外問わず幅広く研修に参加できる体制を確立します。合わせて、地

域課題に対応した研修を門真市主催で実施していきます。 

 

 

 

 

現状と課題 

今後の方向性 
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【5 年後の目標…教職員全員】 

【単位（％）】 
現状 

（令１） 

目標数値 

（令７） 

年齢や経験年数に伴って

自らの成長が感じられ、

意欲的に業務に取り組め

ると思う教職員の割合 

93.8 100 

【門真市教育委員会調べ】 

 

 

 

① 社会の変化に対応した教職員の資質向上 

これからの時代の教育に対応できる教職員の資質向上を図るため、学習指導

要領に基づく研修やＩＣＴを踏まえた研修を含め、専門的かつ幅広い研修を実

施します。研修を行う際には、先進校への視察、講師を招いての研修、外部研修

への参加など各学校の実態に即した研修手法とする一方、市内全校での研究授

業や研究討議会を実施するなど、校内外様々な能力向上の機会確保に努めます。 

 

② 組織的・継続的な人材育成 

 社会の変化に対応できる「学び続ける」教職員を組織的・継続的に育成するた

め、キャリアステージに応じた指導体制の構築に努めます。人材育成に当たって

は、「門真市教職員のキャリアステージにおける人材育成指標」に基づき取組を

進めるとともに、人事評価制度を活用し教職員一人ひとりの能力や業績を適切

な評価及び反映を行うことにより教職員の意欲向上にも努めます。 

 

③ 教職員の綱紀保持の徹底 

教職員にあっては、公教育の場にあって児童生徒を指導するという職責を鑑

み、公教育に対する信頼を損なうことの無いよう、平素から自粛自戒し、厳正な

職務規律を保たなければなりません。新規採用職員については、服務規律につい

ての理解を深める研修を実施します。また、各学校における服務規律・綱紀保持

に係る情報提供を逐一行い、各学校で実施される研修の充実に努めます。 

  

主な取組 

めざす指標 
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（２）職場におけるハラスメントの防止 

 

    

 

 学校におけるハラスメントは、働く環境に悪影響を及ぼし、教職員のストレス、

体調の悪化・意欲の低下はもちろんのこと、子どもとの関わりについても質の低

下を招くことにつながります。 

門真市においては、令和２（2020）年度に「学校におけるパワー・ハラスメ

ントの防止及び対応に関する指針」「学校における妊娠・出産・育児休業等に関

するハラスメントの防止及び対応に関する指針」「学校におけるセクシュアル・

ハラスメント防止指針」をそれぞれ改定し、管理職の責務はもとより、教職員の

責務として、お互いの人権を尊重し、良好な勤務環境の維持に努めることと定め

ました。ハラスメントを当事者間の個人的な問題として終わらせず、職場全体の

問題としてとらえ、組織的に発生防止に努めていく必要があります。 

 

  

 

 学校における各ハラスメント防止指針の周知徹底を行います。各学校におい

て、指針のチェックシート等を活用した研修を実施し、教職員一人ひとりが自身

の言動を振り返ることでハラスメントの未然防止に努めます。特に、セクシュア

ル・ハラスメント防止指針については、教職員のみならず、児童生徒に対するハ

ラスメント防止についても明記し、具体的事例についての実践的な研修を行う

ことで、教職員の人権意識を高めます。 

 また、年度当初に新規採用者（門真市で初めて講師として任用した者も含む）

対象の服務研修を実施する際、各ハラスメント防止指針にも触れ、被害者・加害

者にならないよう伝えていきます。 

 

 

 

【5 年後の目標…教職員全員】 

【単位（％）】 
現状 

（令１） 

目標数値 

（令７） 

教職員間でハラスメントを

許さない雰囲気が醸成され

ていると思う教職員の割合 

82.9 100 

【門真市教育委員会調べ】 

現状と課題 

今後の方向性 

めざす指標 
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① ハラスメントの未然防止 

門真市教育委員会におけるにおけるパワー・ハラスメントの防止及び対応に

関する指針」「学校における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの防

止及び対応に関する指針」「学校におけるセクシュアル・ハラスメント防止指針」

に基づき、必要な研修を実施することなどによりハラスメントに関する教職員

の理解を深めるとともに、ハラスメントのない良好な勤務環境の維持に向けた

職場全体の意識づけにより発生防止に向けた取組を進めます。 

 

② ハラスメント相談窓口の設置 

ハラスメントに関する問題解決を迅速かつ適切に行うため、学校内及び門真

市教育委員会内に相談窓口を設置します。学校内の相談窓口には管理職及び一

般教職員を複数名配置し、必要に応じて、門真市教育委員会、専門機関とも連携

しながら、問題解決に当たります。相談者のプライバシーにも十分配慮しながら、

聞き取り等の必要な調査を行い、相談者へのケアや加害者への指導等、適切な対

応を行います。また、大阪府教育庁が実施している職場におけるハラスメントに

ついての専門相談窓口も教職員へ周知し、教職員が相談しやすい環境づくりを

進めます。 

 

 

 

 

 

 

  

主な取組 
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施策の方向６ 学校の組織力向上と開かれた学校づくり 

 

（１）学校組織の改善と「チーム学校」としての組織力の強化 

 

 

学校のＩＣＴ化、いじめ不登校件数の増加、個別の支援を要する児童生徒数の

増加等、学校を取り巻く課題が多様化する中で、様々な課題に対応できるよう教

職員一人ひとりの資質能力を向上させることに加え、「チーム学校」として組織

的に課題解決や状況改善に臨むことが重要です。加えて、学校の特性や地域性な

どに応じて、その学校が持つ人材や地域資源を活用した取組が有効的であるこ

とから、校長のリーダーシップによる学校経営が求められています。 

 また、子どもや学校の抱える課題の解決、未来を担う子どもたちの豊かな成長

のためには、社会総がかりでの教育の実現が不可欠であり、地域と一体となって

子どもたちを育む「地域とともにある学校づくり」の観点が大切となるため、そ

れを踏まえた学校づくりを進めていく必要があります。 

 

 

 各学校の実情に沿った戦略的かつ有効的な学校運営を促すため、学校におけ

る学校運営に関する方針を策定することとし、計画の見直しを行うことなどに

より効果的な学校運営ができるよう組織改善を図ります。また、併せて学校予算

の弾力化を図ることにより、自立性の確保に努め学校のマネジメント機能の強

化をめざします。 

 また、「地域とともにある学校づくり」を進めるためのコミュニティ・スクー

ルの導入に向けた取組を進めます。 

 

 

【5 年後の目標…教職員全員】 

【単位（％）】 
現状 

（令１） 

目標数値 

（令７） 

方針等が学校全体で共有

され、目標の達成に向け

て教職員が一丸となって

取り組んでいると思う教

職員の割合 

76.5 100 

【門真市教育委員会調べ】 

現状と課題 

今後の方向性 

めざす指標 
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① ＰＤＣＡサイクルに基づく学校経営 

 校長のリーダーシップのもと、企画会議等を有効に活用し、効率的かつ

効果的な学校をめざします。学校運営に経営的観点を取り入れるため、め

ざす学校像の実現に向けた具体的な取組内容を定めた学校運営に関する方

針を各学校において策定し、教職員が一丸となった組織的な取組を推進す

るとともに、PDCA サイクルを活用した見直しを行うなど、教育内容の改

善を図ります。また、学校長の組織マネジメント力の向上をめざし、管理

職研修の充実に努めます。 

  

② 学校の自立性の確保 

学校の独自性を発揮し自立性・自主性を確保した学校運営を促すため、学

校予算を弾力的に運用し、各学校の創意工夫による教育活動を行うことの

できる仕組みづくりに努めます。 

   

③  コミュニティ・スクールの推進 

 「地域とともにある学校づくり」を行っていくためには、コミュニティ・

スクール（学校運営協議会制度を導入した学校）が有効な手段であるため、

各小中学校におけるコミュニティ・スクールの設置に向け取り組みを推進し

ます。設置に向けては、学校運営に関する基本的な方針を明確に打ち出すこ

とや学校運営のビジョンや課題の共有が大切となることから、めざすべきビ

ジョンの達成に向け、学校長がリーダーシップを発揮し、学校内の組織運営

を円滑に行うことができる仕組みづくりに努めます。 

 

  

主な取組 
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（２）教職員の働き方改革の推進 

 

 

 社会の急激な変化が進む中で、子どもに身につける能力も多様化しており、学

習指導のみならず、学校のＩＣＴ化、いじめ不登校件数の増加、特別な支援を要

する児童生徒数の増加等、学校が抱える課題がより複雑化・困難化していること

に伴い、それに対応するための教職員に求められる業務も増加し多忙化の一途

をたどっています。学習指導のための準備に加え、部活動や生活指導等など授業

以外で子どもと関わる時間も増加しているため勤務が長時間化する傾向にあり、

健康的な労働環境を確保するため、また本来の業務である子どもと向き合い指

導することが実践できる状況とするため、働き方改革がますます求められてい

ます。 

 

 

 

 本来の業務に集中し、効果的な教育活動を行うことができるよう、多忙化解消

に向け、文部科学省等から例示される働き方改革に係る施策を参考に本市での

取組の検討を行うとともに、膨大となっている事務作業を効率化することによ

り働き方改革を推進します。 

 

 

 

【5 年後の目標…教職員の７割】 

【単位（％）】 
現状 

（令１） 

目標数値 

（令７） 

学校全体で「働き方改

革」が推進されていると

思う教職員の割合 

48.9 70 

【門真市教育委員会調べ】 

 

 

 

① 多忙化解消に向けた取組 

教職員の業務の幅が広がりつつあることを踏まえ、学校及び教職員が担うべ

き業務の整理及び見直しを行うとともに業務の適正化に向けた取組を進めま

す。また、学校サポートスタッフ等の外部人材を引き続き活用することで教職

現状と課題 

今後の方向性 

主な取組 

めざす指標 
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員の事務負担軽減を図るとともに、「門真市部活動の在り方に関する指針」に

基づき部活動の見直しを行う等、さらなる業務量の削減に向けた取組を進めま

す。 

 

② 事務の効率化の推進 

事務作業の効率化を推進するため、今後、校務支援システム等、ICT を活

用した事務の省力化に努めます。また、事務職員が学校事務を司る役割を持

つこととされたことを踏まえ、改めて事務職員の学校運営に参画すべき役割

を明確にするとともに、中学校区における事務の共同実施を継続しつつ、さ

らなる方策について検討を進めます。 
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施策の方向７ 安全・安心・快適な学びの場づくり 

（1）学校施設の改善 

 

 

 学校は子どもたちにとって学びの場であり、日中過ごす場であることから、安

心・安全・快適な学校施設は、最も重要な事項です。本市の学校施設の多くが築

40 年以上経過し、全校において耐震改修工事の実施及び一部の学校において大

規模改修工事を行っているものの、老朽化は深刻な状況となっています。また、

時代とともに学習内容や学習形態も変化していることから、児童生徒にとって

安全で安心な施設であることはもとより、これからの教育に即したより良い教

育環境の実現に向け、計画的に整備を進めていく必要があります。 

 

 

 

 令和２（2020）年度に策定した「門真市学校施設長寿命化計画」に基づき、

学校施設の築年数や老朽化している学校施設や設備等の状況を日常点検や法定

点検等による結果を一元的に管理できる仕組みを構築するとともに、今後の学

習内容のあり方に合わせた学校施設の整備手法について検討を行い学校施設の

維持管理・更新に係るトータルコストの縮減と予算の平準化を図ることが期待

される施設の長寿命化改修について検討を進めます。 

 

 

 

【5 年後の目標…調査（全校）、設計（２校）、改修（１校）】 

【単位（％）】 
現状 

（令１） 

目標数値 

（令７） 

長寿命化改修計画進捗率 0 100 

【門真市教育委員会調べ】 

 

 

 

 

① 長寿命化計画の推進 

今後の計画的な長寿命化等による施設整備について検討を進めるにあた

り、コンクリート等の調査や法定点検等を活用して学校施設の老朽状況を整

現状と課題 

今後の方向性 

主な取組 

めざす指標 
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理し、一元的に管理できる体制を構築し効率的、効果的な改修計画を検討し

ます。 

 

② 施設の修繕等の実施 

良好な学習環境を保つために、学校との連携を密にし、緊急性・必要性の高

い修繕等については迅速に対応し、児童生徒が安心・安全な学校生活を送る

ことでき学習に支障をきたすことがないように努めます。 
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（２）新たなつながりを創る学校づくり 

 

 

 学習指導要領の「主体的・対話的で深い学び」を実践していくため、子どもた

ちが多様な人間関係の中で多様な価値観に出逢い学び合う環境づくりが必要で

す。 

 本市においても、令和 2（2020）年度に「門真のめざす教育とこれからの学

校づくりについての実施方針」を策定し、門真のめざす「将来の自立をめざして

自分の生き方を見つける教育」を実現するための学校のあり方として、「人との

つながりの中で学び・育つ学校づくり」をめざすこととしており、「縦のつなが

り」「横のつながり」「将来の自分とのつながり」の３つのつながりを創る学校を

目標としています。一方で「これからの時代、これからの門真に対応した学校づ

くり」として、地域に開かれた学校づくり（地域の人が行きかう、地域とともに

ある学校づくり）についても進めていくこととしています。 

 

 

 

 「門真のめざす教育とこれからの学校づくりについての実施方針」に基づき、

門真のめざすこれからの学校として、街のブランド力の向上にむけた「地域の人

が行きかう、地域とともにある学校づくり」を進めます。また学校づくりを進め

る上での学校として、門真のめざす教育の実現に向けた小中一貫校（義務教育学

校）の整備を進めます。 

 

 

 

【5 年後の目標…新たな学校の設置を検討している校区すべてで設置】 

【単位（％）】 
現状 

（令１） 

目標数値 

（令７） 

新しい学校のあり方につ

いて、設置を検討してい

る校区での地域も含めた

検討組織の設置達成率 

0 100 

【門真市教育委員会調べ】 

 

 

 

現状と課題 

今後の方向性 

めざす指標 
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① 地域の核となる学校づくりの推進 

  地域資源を活用や学校を拠点とした地域活動などを行う場としての「地域の

人が行きかう、地域とともにある学校」をめざすことにより、自立した地域社会

の基盤づくりを図り街のブランド力を高める「学校を核としたまちづくり」を推

進します。 

 

② 小中一貫校（義務教育学校）の整備 

 小中一貫教育をさらに効果的に進めるため、「縦のつながり」や「将来の自分

とのつながり」など多様な人間関係を通した、異学齢・異学年のつながりの中で

育つことのできる場所としての小中一貫校の整備をめざします。 

 

 

  

主な取組 
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（３）児童生徒一人ひとりの課題に沿った支援 

 

 

 門真市では、令和元（2019）年度における児童虐待対応件数が約 250 件、

また就学援助率約 29.2％であることからも、家庭環境や家庭の経済状況に課題

を抱える児童生徒の割合が高く、安定した学校生活や学習環境が確保できてい

ない状況です。また、児童生徒の抱える問題が年々複雑化・多様化ししてきてお

り、学校における教職員だけでは解決が困難も事例も多く、課題解決のためには

専門家や関係機関との連携が必要不可欠な状況となっています。そのため、学校

だけではなく、児童生徒に関わる関係者がチームとなって連携し取り組むこと

が求められています。 

 

 

 

児童生徒の様々な課題に対し、学校教職員に加え、各中学校のスクールカウン

セラーや子ども悩み相談サポートチームをはじめとした専門家や家庭児童相談

センターや子ども家庭センター等関係機関が連携し「チーム学校」として児童生

徒の抱える課題解決を図ります。また、学校内においても支援できる体制の充実

に努めます。 

 

 

 

【5 年後の目標…毎年 10 件ずつ増やす】 

【単位（回）】 
現状 

（令１） 

目標数値 

（令７） 

子ども悩み相談サポート

チーム活用による関係機

関との連携回数 

464 510 

【門真市教育委員会調べ】 

 

 

 

① チーム学校でのサポートの推進 

 児童生徒が抱える個別の課題によって、子ども悩み相談サポートチーム、リー

ディングチーム、家庭児童相談センター、子ども家庭センター、こども未来応援

ネットワーク推進員・応援団員、警察等と連携し、教職員が子どもに関する情報

現状と課題 

今後の方向性 

主な取組 

めざす指標 
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や指導方法を共有し、「チーム学校」として子どもに対応できる体制をつくりま

す。また、学校の体制づくりや緊急時のサポートとして、スクールアドバイザー

も活用します。 

 

② 学校内における児童生徒の課題解決に向けた体制づくり 

  子どもからの相談や保護者からの身の上相談、虐待に対する保護者への指導

等、学校の教職員が担っている部分が多岐にわたるため、SSW（スクールソー

シャルワーカー）を活用し、学校や専門家、関係機関それぞれが担う役割を整理

した上で、各関係機関と連携しながら児童生徒の生活課題を解決するための体

制づくりを進めます。  
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（４）子どもたちを事故や災害から守るための取組の充実 

 

 

 子どもが学校生活を送るにあたっては、登下校時や課外学習も含め事故や事

件、自然災害など、子どもの安全を脅かすことが予期せず発生する恐れがありま

す。平成 21（2009）年に施行された学校保健安全法では、各学校において学

校安全計画及び危険等発生時対処要領（危機管理マニュアル）の策定を義務付け

るとともに、地域の関係機関との連携に努めることとされています。 

 門真市においても、各学校が危機管理マニュアルを作成し、それに則った危機

管理体制をとるとともに、各学校において火災や自然災害を想定した避難訓練

を必要に応じて登下校時の対策を想定し地域とも連携しながら実施しています。     

 今後も、より最新の動向を注視し、常に現状に合ったものか確認しながら、見

直すことも含め体制を維持していくことが必要です。 

  

 

 

 各学校が作成する危機管理マニュアルに基づき、学校・家庭・地域・関係機関

が連携した危機管理体制の構築及び危機管理対策を実施します。危機管理対策

の実施に当たっては、学校、家庭、地域のボランティア等の関係者が協力して子

どもたちを見守るようことができるよう地域力を高めることも含めて取り組み

ます。 

 

 

 

【5 年後の目標…教職員全員】 

【単位（％）】 
現状 

（令１） 

目標数値 

（令７） 

事故・事件・災害等に対

して迅速かつ適切な対処

ができるよう、役割分担

が明確化されていると思

う教職員の割合 

87 100 

【門真市教育委員会調べ】 

 

 

 

現状と課題 

今後の方向性 

めざす指標 
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① 学校事故の防止 

 学校における熱中症や体育授業等における活動時・課外活動時の事故の発生を

防止するため、危機管理マニュアルを教職員全員が理解し、常に安全の視点を持

った上で学校活動を行います。 

 

② 防災教育の推進 

  大規模災害の発生に備え、市危機管理課や防災の専門家を招聘した防災教育を

実施します。また、学校ごとに策定した防災計画に基づき、PTA や自治会等も

参加可能な防災訓練を実施します。 

 

③ 子どもの登下校時の見守り活動の充実 

 小学校区において通学路で「見せる防犯」を行う「キッズサポーター」をボラ

ンティアの協力を得て配置し、学校独自のメール配信サービスを活用した保護

者への情報提供を行います。また、市においても公用車に青色回転灯を搭載し安

全啓発を行う「青色防犯パトロール」を実施し、職員による安全見守り活動を行

います。さらに、警察官 OB を「スクールガードリーダー」として配置し、学校

と連携して下校時の通学路を巡回し、児童の安全確保に努めます。 

 

④「子ども 110 番の家」の普及促進 

 子どもが事故などに遭いそうになり救助を求めてきた際に、警察や学校など

関係機関に連絡することにより地域ぐるみで子どもの安全を見守る「子ども

110 番の家」を普及し、「子ども 110 番の家」として活動するボランティアの

活動を促進します。 

  

主な取組 
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（５）学校外における子どもの学習支援の推進 

 

 

 昨今の核家族化や都市化の進展また人間関係の希薄化などにより、放課後の

学習の場の確保が求められています。また、本市においては、家庭の事情や経済

的な理由により家庭で学習ができない子どもも多い状況もあり、学習したくと

もできない子どもたちのために、家庭の環境によらず学ぶことができる環境や

機会を確保し、学習習慣の定着や希望する進路に向けた学習支援を行うことが

必要です。 

 

 

 

学校での授業時間以外の学習活動として、地域やボランティアの力を借りて

学習支援を実施することで、基礎学力の定着をはかり学ぶ楽しさを知るととも

に、家庭における学習支援を行うことにより、学習習慣の定着を図ります。 

 

 

 

【5 年後の目標…全国平均】 

【単位（％）】 
現状 

（令１） 

目標数値 

（令７） 

学校の授業時間以外

の平日１日あたりの

勉強時間が１時間よ

り少ない児童生徒の

割合 

小 50.7 34 

中 40.9 30 

【全国学力・学習状況調査】 

 

 

 

① 「Kadoma 塾」の実施 

 学ぶ意欲と能力が高いにも関わらず、さまざまな家庭の事情により家庭での

学習が難しい市内中学生を対象に「Kadoma 塾」を実施し、高校進学等に向け

た学習支援を行います。 

 

 

現状と課題 

今後の方向性 

主な取組 

めざす指標 
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②家庭学習への支援 

 学校における学習に加え家庭においても学習習慣の定着を図るため、家庭学

習の意義や実践方法などの具体例を示した「門真市学びのススメ」の周知を行う

とともに、具体的な活用を行うための方法等について学校が示すなど、家庭学習

を進めるための支援を行います。 
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第５章 計画の推進に向けて 

１．計画の推進体制 

⑴ 学校への周知と確実な実施 

   計画の推進に当たっては、教育委員会だけではなく学校現場と一丸とな

って取り組んでいくことが必要不可欠です。そのためには、計画の基本理念

等の今後めざす方向について学校と共有することが必要であるため、計画

の周知を行った上で、本計画と学校における運営計画との整合性が図り、各

学校において本計画を確実に実施できるよう取り組みます。 

 

⑵ 庁内関係部署との連携 

   本計画の対象とはなっていないものの密接に関連する就学前教育や生涯

学習などの各分野との連携を進めるため、庁内の各関連部署においても本

計画の共有を図り、関係施策・事業とも整合を図りながら計画を推進します。 

 

⑶ 関係機関との連携 

  本計画に掲げる各取組においては、専門的かつ広範的な取組内容も含まれ

るため、地域や保護者、関係機関との連携を図りながら計画を推進します。 

 

⑷ 計画の周知 

   本計画を広く周知するため、広報紙や市のホームページで公開するとと

もに関係機関への周知も進めます。 

 

２．計画の進行管理 

  本計画を着実かつ効果的に推進するため、計画を立て（Plan）、実施（Do）、

進行状況の定期的な把握・点検・評価（Check）、その後の取組への反映（Act）

という PDCA サイクルに基づいた進行管理を行います。具体には、計画に記

載した取組及び指標について進捗状況の把握を行い、毎年度外部評価委員の

審議を踏まえた点検・評価を実施し、必要に応じた指標の見直しも視野に入れ

つつ、次年度の取組の推進及び改善に取り組みます。 

 


